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 午前 ９時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○佐藤 議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順次発言を許可します。 

 一つ、ドクターヘリの冬期の離着陸場（ラン

デブーポイント）の設置について外２点、23番

山田富佐子議員。 

 〔２３番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○２３番（山田富佐子議員） 皆様、おはようご

ざいます。公明クラブ、山田富佐子です。市民

の皆様には師走で大変お忙しいところ、また悪

天候の中、傍聴に来ていただき、本当にありが

とうございます。 

  また、今は衆議院総選挙の真っ最中です。こ

れからの日本の行く末を左右する大事な選挙戦

です。公明党は全国3,000人の議員のネットワー

クで、皆様の声を市、県、国へつないで実現し

てまいります。私たち地方議員にとりましても

この大きな戦いに参戦しながら、12月定例議会

において活発な議論をし、米沢の市政に真摯に

取り組んでまいりたいと思います。 

  今回は、34年間の看護師の経験を生かし、市

民の命を守る取り組みを中心に質問をさせてい

ただきます。早いものでこの壇上に本日で７回

立たせていただきました。また、昨年６月、そ

して今回２回目の定例会トップバッターです。

本会議場での質疑応答の体制も変更となり、大

変緊張しておりますが、よろしくお願いいたし

ます。 

  平成24年度も早いもので残すところ３カ月余

りとなりました。市長は今年度市政運営に当た

り、４つの基本方針、１、雇用を創出し、地域

経済を活性化させるための産業振興、２、コン

パクトなまちづくりの推進、３、安全・安心の

まちづくり、４、市民こそ主役のまちづくりの

さらなる推進とし、市民のために力を尽くし、

市民満足度をより一層高める行政を目指すと述

べられておりました。 

  現在の進捗状況はいかがでしょうか。ぜひ絵

に描いた餅にならないよう、また私自身も市民

の代表として、市政運営のチェックの役割を果

たしてまいります。 

  東日本大震災から１年９カ月が経過しました。

本市の市議会議員１期生７名で結成している

「文㐂会」は、定期的な勉強会を行い、切磋琢

磨し日々研さんしております。11月中旬、岩手

県庁に出向き、達増県知事を表敬訪問させてい

ただきました。震災後の取り組みや現状、そし

て釜石市の防災教育について学びました。まち

のところどころで重機が動いていました。しか

し、建物の基礎を壊しているのがほとんどで、

復興・復旧にはほど遠いものでした。 

  また、親の不安が子供の心にも影響し、教室

での子供たちの様子が少しずつ変化してきてい

ること、そして、学校の先生方にも疲れが出て

きていることの現実を直接お聞きし、胸の痛く

なる思いでした。 

  本市においても防災・減災の取り組みを一日

も早く、そして、机上の計画ではなく、いつで

も地域の住民が動ける体制、仕組みづくりが必

要だと思います。 

  １、ドクターヘリの冬期の離着陸場（ランデ

ブーポイント）の設置について質問いたします。 

  救急体制は着実に整備されてきておりますが、

県内においては救急隊出動から医療機関まで30

分以上時間がかかった割合は44.2％と高く、さ

らなる救急搬送体制の充実・強化が課題とされ
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ているところです。 

  先月11月15日、山形県において待望のドクタ

ーヘリの運航が開始されました。ドクターヘリ

とは、医療機器や医薬品を搭載した小型ヘリコ

プターに、救急医療の専門医と看護師が搭乗し、

救命治療を開始することのできるヘリコプター

で、県内全域をほぼ30分以内で行き来すること

ができます。早期治療を開始することにより、

救命率のアップや重症化を回避・軽減すること

ができ、医療費の削減につながります。 

  ランデブーポイントとは、あらかじめ決めら

れたドクターヘリの臨時の離着陸場のことで、

救急車と合流し傷病者を引き継ぐ重要な場所で

す。 

  ドクターヘリは、皆様も御存じのとおり、米

沢市立病院で脳外科医長をされていた公明党渡

辺孝男参議院議員が、ドクターヘリの全国配備

推進法の法案化を進め、ようやく山形県でも実

現しました。 

  2001年、岡山県で初めて導入されて以来、全

国のドクターヘリの導入状況は、現在何と33道

府県で39機までふえました。北海道３機、青森

県、千葉県、静岡県、長野県では２機配備され

ております。 

  ドクターヘリの11月15日から30日までの15日

間の運航状況は、出動件数14件、そのうち救命

処置７件、病院間の搬送３件、置賜地域では３

件の出動要請がありました。 

  ドクターヘリは私たちの命を守る空飛ぶ救急

室です。具体的に質問をいたします。 

  本市におけるランデブーポイントは何カ所に

設定されていますか。また、冬期間の設定箇所

について教えてください。 

  大蔵村肘折温泉でドクターヘリの要請があっ

た場合、温泉街に一番近い消防署からランデブ

ーポイントまで救急車で約30分かかります。一

方、ドクターヘリは到着まで20分から25分で、

救急車より早く到着するわけです。そのため、

安全な着陸を支援するために「民間人が協力す

る。これは全国初の試みである」との記事があ

りました。 

  本市においても民間人の協力体制の予定があ

るのかを御返答お願いいたします。 

  次に、市立病院における臍帯血移植による治

療法の推進について質問をします。 

  2012年、ノーベル医学・生理学賞に京都大の

山中伸弥教授が受賞したニュースは明るい、そ

して画期的なニュースでした。白血病など血液

の難病に有効な治療法である移植を一体的に推

進するための「造血幹細胞移植法」が、本年９

月に成立しました。この法律はｉＰＳ細胞など

再生医療研究に臍帯血の活用を認めた法律とし

て注目を集めております。 

  臍帯血とは、へその緒や胎盤に含まれる血液

をいいます。日本は、臍帯血移植数は世界一で

あり、月に100件を超える移植が行われておりま

す。来年には累計１万件を超えるとされ、多く

の患者の命を救っております。今回の法律の成

立により、臍帯血移植に関する理解を大きく広

げるきっかけとなると考えます。 

  臍帯血は保存から10年以上たつと処分をされ

てしまいます。山中教授は、「一日も早く臍帯

血という宝の山を、ｉＰＳ細胞という違う形で

患者のために使わせてもらいたい」と力説をし

ておりました。今後、臍帯血から日本人の95％

に合うｉＰＳ細胞ができる可能性があり、これ

を活用した再生医療の早期実現に向け、さらな

る研究が期待されるところです。 

  臍帯血バンクの今後の課題の一つに、臍帯血

の安定供給、また先進的医療への貢献を挙げて

おります。６年前の2006年、秋篠宮紀子様が悠

仁親王を出産された際、悠仁親王の臍帯血を提

供されたことも話題になりました。 

  質問は、米沢市立病院の年間の分娩件数と、

今までに臍帯血採取をされた件数などありまし

たら教えてください。 
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  また、分娩後、胎盤やへその緒などの処理は

どうなされているのか教えてください。 

  次に、地域力を高める取り組みについて質問

をさせていただきます。 

  空き家対策については毎回の定例会で先輩議

員から、そして、私も本年３月代表質問で質問

をさせていただきました。毎回御返答されてお

りますが、なかなか進んでいないように思うの

は私だけでしょうか。 

  しかし、本年７月、ようやく空き家対策検討

委員会が立ち上がり、今回、各コミュニティセ

ンターを通して、各地区委員に対し空き家に関

する調査依頼がありました。 

  最初に申し上げますが、私の考えとしては、

地区委員の方に大変御面倒をおかけしましたが、

大変よい手法であったと思っているところです。

現場に密着されておられる地区委員さんは、情

報も豊富で正確だと思います。11月30日までの

調査表提出でしたので、まだ集計の段階までに

は至っていないと思いますが、空き家対策の現

状、そして、今回各地区委員に調査依頼をされ

た経緯などをお伺いしたいと思います。 

  ２、ひとり暮らしの高齢者の把握について質

問をいたします。 

  先日、うれしいニュースを見ました。米沢市

社会福祉協議会東部支部の活動が優良と認めら

れ、全国社会福祉協議会会長表彰を受賞したニ

ュースでした。 

  地区内で発生すると考えられる孤独死や孤立

死、老老介護などの課題に対し、昔ながらの向

こう三軒両隣が支え合う「共助」づくり、地域

づくりの活動を自分たちの力で展開し、地域力

の向上を図っているという内容でした。 

  地域力の概念の提唱者である西宮氏によれば、

地域力とは、１、地域資源の蓄積力、２、地域

の自治力、３、地域の関心力、により培われる

と言っております。 

  地域の抱える問題をみずからのことと捉え、

地域の組織的な対応により解決する力、そして、

地域に関心を持ち定住していこうとする気持ち、

これらの総合力が高まるほど地域力は増してい

くと考えられます。これからは、住みなれた地

域で少しでも安心・安全な生活を長く送れるよ

う支えることだと思います。新たな孤立者をな

くし、孤立した人々をつなぐ支え合いの福祉社

会への転換であると思います。 

  顔が見える、人のぬくもりが伝わる社会の構

築が求められてきています。そして、災害時な

どのみずから避難できない方、例えば高齢者、

障がい者、乳幼児、どこに何人住んでおられる

かという把握から始まると思います。 

  まず、本市のひとり暮らしの高齢者の人数、

そして、その把握はどうなされているのかを伺

います。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの山田富佐子議員の

御質問にお答えをいたします。 

  私からは、ドクターヘリについてお答えをし

ます。その他につきましては部長よりお答えい

たします。 

  山形県ドクターヘリのランデブーポイントに

つきましては、米沢市の場合15カ所であります。

選定の経過につきましては、まず、米沢消防署

がドクターヘリの要請基準や基地病院である県

立中央病院からの運航時間等を考慮し、候補地

を選定いたしました。この候補地について県が

現地調査を行い、使用可能との判定になったも

のの中から、土地所有者等の使用承諾を得た15

カ所を、県がランデブーポイントに指定しまし

た。 

  公表になった15カ所のうち、冬期に使用でき

るところは八幡原の米沢ヘリポートと天元台高

原スキー場の２カ所となっております。 

  また、ドクターヘリの誘導業務につきまして
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は、「山形県ドクターヘリ運航ハンドブック」

では、ドクターヘリ着陸時において、保安・誘

導業務について地域の方々の御協力をうたって

おりますが、現実には、緊急時の人員確保や砂

ぼこりの防止のための散水等については技術的

に難しい点もありますので、消防署員が対応す

ることにしておりますし、小学校グラウンドの

ような場合であっても、児童の校舎への誘導や

障害物の撤去等についても、専門的知識の問題

から、原則消防署員が対応することといたして

おります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、２番目

の市立病院における臍帯血移植による治療法の

推進についての３項目についてお答えいたしま

す。 

  初めに、市立病院での年間分娩件数でござい

ますが、平成23年度で293件、帝王切開107件を

含めますと400件となっております。 

  次に、臍帯血移植の実績でございますが、市

立病院における臍帯血移植の実績はないところ

でありますけれども、本年４月に、民間の臍帯

血バンクと契約をされた妊婦さんからの依頼が

あり、移植の前段となる臍帯血の採血につきま

しては１件の実績がございます。 

  次に、胎盤とへその緒の処理でございますが、

胎盤とへその緒につきましては、特に御本人か

らの申し出がない限り、委託業者に処理を委託

し焼却処分しております。この場合、感染性廃

棄物として取り扱わなければならないことから、

運搬については特別管理産業廃棄物収集運搬業

者に、焼却については特別管理産業廃棄物処分

業者に委託しているところでございます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

  〔唐澤一義建設部長登壇〕 

○唐澤一義建設部長 私からは、３の地域力を高

めるための取り組みについての（１）空き家対

策の現状についてお答えいたします。 

  ことし７月中旬に、関係部署から成ります空

き家対策検討会を立ち上げ、今後、本市として

空き家問題にどのように取り組むべきであるか

について検討を重ねてきておりますが、現在、

本市で把握している空き家の件数は、市民の

方々から寄せられた情報によるものだけであり、

まずは本市における空き家の実態について把握

することが必要であることから、コミュニティ

センターを通し、地域の皆様方の御協力をいた

だき調査ができないものかと考え、10月中旬に

開催されましたコミュニティセンター管理運営

委員長会議において、空き家に関する調査につ

いて説明をさせていただいた上、協力のお願い

を申し上げ、御理解をいただくことができまし

たので、空き家に関する調査を地区委員あるい

は町内会長を初め、地域の皆様方にお願いをす

ることとなりました。 

  このたびの空き家に関する調査を、なぜ地域

の皆様方にお願いすることにしたかの理由につ

きましては、市の職員が現場に出向き外見だけ

で空き家であることを確認することは極めて困

難であることに加え、日ごろの管理状況につい

ては地域の皆様から情報をいただくことが、正

確性、迅速性の観点から最善の手法であるとの

考えからであります。 

  このたびの空き家に関する調査は、地域の皆

様方から御協力をいただきながら、現在、調査

票の回収作業を進めているところであります。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、ひとり暮ら

しの高齢者の把握についてお答えいたします。 

  まず、ひとり暮らし高齢者の人数についてで

すが、毎年４月１日現在の住民基本台帳及び国
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勢調査の資料をもとに算出しております。これ

によりますと、ことし４月１日現在で、65歳以

上のひとり暮らしの方は2,404人で、65歳以上の

高齢者の割合で見てみますと10.6％となってお

ります。 

  また、その前年、平成23年４月１日現在での

人数は2,208人、同じく9.7％であったことから、

65歳以上の人口も年々ふえておりますが、ひと

り暮らしの方も毎年増加している状況でありま

す。 

  次に、ひとり暮らし高齢者の状況をどのよう

に把握しているかでありますが、１つには、地

元の民生児童委員の皆様から提供していただく

情報であります。この情報は、高齢者とのふだ

んのかかわりや地域の生活に密着した情報であ

り、「高齢者の生活の変化」、これの気づきに

つながるものと考えております。 

  ２つ目には、市の委託事業ではありますが、

ひとり暮らしの高齢者に対し、乳酸飲料を支給

しながら安否を確認する「愛の一声運動」や、

高齢者宅を訪問して安否を確認し、短い時間の

話し相手をすることで高齢者の生活の変化を確

認する「高齢者見守り支援事業」を一般の人か

ら公募し、地域の方々の御協力を得て行ってい

るところであります。 

  対応につきましては、民生児童委員及び市の

委託事業から得られました情報をもとに、支援

が必要な場合は、相談窓口である各地域包括支

援センターと協力しながら訪問し、必要な支援

を行うほか、介護サービスを利用されている方

であれば、居宅介護支援事業者を初めとするサ

ービス事業所などと連携しながら、高齢者にと

って一番よい支援をサービス担当者会議等で検

討し提供しているところであります。 

  このほか、シルバー人材センターや社会福祉

協議会を通じ、地域の方々の力をおかりして、

日常生活において軽度な支援を行う生活支援員

派遣事業や日常生活における支援を行うホーム

ヘルパーの派遣などを行っているところであり

ます。 

  さらに、生命が危ぶまれるような状況が確認

される、もしくは予測される、そのような場合

には、関係者による個別ケース会議を開催し対

応を協議し、場合によっては、やむを得ない措

置による施設入所というような対応も行ってい

るところであります。 

  しかし、このような状況になる前に発見し、

未然に防ぐことが一番大切でありますことから、

市はもちろんのこと、民生児童委員、人権擁護

委員、地元の老人クラブなどと協力しながら、

地域の方々が高齢者に対し関心を持ち、ふだん

のかかわりの中から生活の変化に気づき、地域

で支える協力体制と地域との連携強化に努めて

いかなければならないと考えております。 

  今後も関係機関と協力しながら、ひとり暮ら

し高齢者の把握、そして支援に努めてまいりた

いと思います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山田富佐子議員。 

○２３番（山田富佐子議員） 御丁寧な御返答、

本当にありがとうございました。 

  それでは、ドクターヘリについて再度質問を

させていただきます。 

  県の健康福祉部地域医療対策課が、住民説明

の資料に、「ドクターヘリは、県民が地域で安

心して暮らすための救急医療の共有財産です」

と書いてありました。県民の共有財産というこ

とは、先ほども言いましたが、山形県のあらゆ

る全域に住んでいる私たちの命を守る空飛ぶ救

急室です。 

  にもかかわらず、先ほどの返答にありました

が、米沢市の冬期間のランデブーポイント２カ

所は絶対に足りないと思います。大蔵村は県内

有数の豪雪地帯ですが、除雪回数をふやし対応

する考えとのことでした。今冬のような大雪で

は、道路幅も狭く、思うように救急車もスムー
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ズに走行できません。２カ所だけでは、県民の

共有財産である命をつなぐドクターヘリは、救

える命も救われないのではないかと思います。 

  初めての事業ではありますが、準備期間もあ

ったわけですので、深い検討が不足していたの

ではないかなと私は思います。ぜひ宝の持ち腐

れにならないことを望みます。 

  冬期間の２カ所は、米沢市の面積、人口、ま

た環境などを考えたとき、適切な設置数なので

しょうか。２カ所でよしと決めた根拠をお聞き

したいと思います。 

  また、11月27日の市政協議会の折、木村議員

からも、冬期間のランデブーポイントの２カ所

は足りないという指摘があって、市内の雪捨て

場などブルドーザーやトラックで雪が踏み固め

られている場所の利用の提案がありました。そ

のことについてはどのように検討されたのでし

ょうか。御返答をお願いいたします。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 先ほど市長が申し上げ

ましたとおり、公表になった15カ所のうち冬期

に使用できるところは２カ所ということで今の

ところなってございます。 

  これにつきましては、米沢消防署によるラン

デブーポイントの候補地選定でもいろいろと検

討されました。現在のところ、２カ所というこ

とでございます。 

  今回、発表されました県内の各市町村の状況

を拝見しますと、冬期間使用できるランデブー

ポイントは、まず全体では756カ所というふうに

お聞きしてございます。そのうち103カ所という

ふうになってございまして、さらに、このうち

専用のヘリポート、米沢市の場合は専用のヘリ

ポートは１カ所でございます。これを除けば、

除雪を行っている駐車場を選定されているとい

うふうな状況でございます。この状況から、駐

車場を選定されているとは言うものの、要請を

かけまして、短時間のうちにそこに駐車してあ

る駐車場の自動車の排除ができるかどうか、こ

れが課題となってございます。 

  やはり同じような理由で、米沢市の場合、ラ

ンデブーポイントの中に、栗子国際スキー場、

それから米沢スキー場、この駐車場について検

討はした経過はございますけれども、駐車場の

自動車の排除、着陸のために一時どけていただ

くといったことが困難なのではないかというこ

とで、まずは冬期間の使用の区分からは除外し

ているというふうな状況であります。 

  ただ、議員おっしゃるように、このドクター

ヘリを有効に活用するためにも、今後とも引き

続き救急業務を行う米沢消防署とも協議しなが

ら、さらに新たなランデブーポイントの候補地、

冬期間も有効に使えるような候補地の検討を行

い、数をふやしていきたいというふうには考え

てございます。 

  それから、先日の市政協議会での雪捨て場の

利用はどうかということで、私どものほうから

運航している県のほうに問い合わせてみました。

それで回答が参っております。 

  やはり条件等も、当日協議会でも御指摘いた

だきましたように、雪捨て場については相当雪

が固められていると。それから、常時除雪機の

重機、それからダンプも出入りして地盤も安定

しているというふうなことを県のほうには申し

上げたんですけれども、やはり雪であることの

地盤の不確実さということで、まずはそこは使

わないようにしたいというような回答が、つい

先日参ったばかりでございます。したがいまし

て、ここについてはちょっと断念せざるを得な

いというような状況です。 

  以上です。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 今、部長がお答えしたとおり

でありますが、少し私からも気持ち的な考え方

を述べさせていただきたいと思います。 

  冬期間になりますと、消防の消火栓について
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それぞれの集落の消防団員が、万一に備えて毎

朝雪を掘って消火栓が露出するように努めてお

ります。そういう消防団員、市民の努力には本

当に頭が下がる思いだと思っています。 

  そういうようなことも踏まえますと、ランデ

ブーポイントもふやして、そして、ヘリが飛ん

できたけれども、ヘリに乗るまでの時間がかか

って遅くなったというようなことは本当に無念

なことになりますので、そうならないように行

政のほうも、そういう市民の努力している姿に

応えていくべく、もう少しポイントをふやせな

いかどうか検討していきたいというふうに思い

ます。 

○佐藤 議長 山田富佐子議員。 

○２３番（山田富佐子議員） ありがとうござい

ます。 

  私も再度質問をさせていただこうと考えてお

りましたが、今、市長から前向きの心強い返答

をいただいて、「あっ、そうなんだ。２カ所で

は絶対足りないと思ってらっしゃるんだな」と

いうところで、今後やはりいろんな問題はある

と思うんです。いろいろ交渉しなければならな

いこととか。ただ米沢の場合、広大な地域であ

り、また、例えば米沢市から天元台までだと冬

期間何分かかるのかと考えたときには、大変な

ことなのではないかなと思いますし、そういう

ことも考えると、やはりもう少し検討の余地が

あるのかなと思っているところですので、また、

検討していただきたいとは思いますが、済みま

せん、何カ所ぐらいが適切だとかくらいは考え

ていらっしゃいますか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 やはり米沢市は面積が

大きいということから、東西南北各所に１カ所

は欲しいというふうに、私どものほうでは考え

てございます。 

○佐藤 議長 山田富佐子議員。 

○２３番（山田富佐子議員） ありがとうござい

ます。 

  では、しっかりと行政が取り組んでいただい

て、再度検討されることをお願いします。 

  次に、市立病院における臍帯血移植について

質問をさせていただきます。 

  11月13日に、米沢市立病院の在り方に関する

検討委員会というのがありました。地域に必要

とされる病院の機能、役割等に関すること、ま

た、老朽化の進む病院の建てかえも視野に入れ

た、将来的な病院のあり方に関することを目的

として委員会が開催されました。 

  私も傍聴させていただきました。委員の皆様

の鋭い御意見、また、米沢市立病院が市民から

求められていること、そして、病院職員が一丸

となって取り組む方向性など、これから話し合

いを重ね、病院の将来の基本構想ができること

と思います。 

  先ほどの御返答の中に、今回臍帯血の採血は

本年４月に１件あったということですが、これ

に関してはかなり人的な面、時間の問題などど

れくらい要したのか、おわかりになれば教えて

いただきたいと思います。 

○佐藤 議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 これにつきまして

は、議員が御質問の中で触れられておりますの

は恐らく公的バンクのほうだと思いますが、今

回市立病院で実績があります臍帯血の採血につ

きましては、個人があくまで将来的な備えとい

うふうなことで、民間のいわゆる私的バンクで

ございます。これにつきましては、分娩の際に

妊婦さんのほうから依頼があって、市立病院と

私的バンクの業者との間で契約をしまして、そ

れで採血したというふうなことでございますの

で、採血に要した時間がどのぐらいかというこ

とについてはちょっと承知していないわけです

けれども、別に採血にかかる医師を確保してと

いうふうなことではございませんので、分娩に

伴って一緒にいる産科のドクターが採血したと
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いうふうなことでございますから、そこから考

えますとそれなりの時間というふうなことで考

えてございます。 

○佐藤 議長 山田富佐子議員。 

○２３番（山田富佐子議員） ありがとうござい

ます。 

  それでは、今の御返答から見ると、臍帯血の

採血に対しての時間的なものとか労力的なもの

はさほど、その分娩の中の一連の一つの手技と

いうことで、そんなに時間とかそういうのはか

からないということですね。わかりました。 

  それでは、やはりこういう新しいことへの取

り組み、私はこの臍帯血の移植というのはすご

く大切なことだと思うのです。それで、新しい

ことへの取り組みをするときというのは、何と

なく職種を超えて同じ視点に立って、目的の共

有から始まって院内の協力とか連携がすごく大

事なことだと思います。ましてや医療従事者、

特に慢性的な医師とか看護師が不足している病

院の中で、新たな取り組みというのは本当にな

かなか大変なことだと思うんです。 

  それで、今後臍帯血移植について、そういう

希望があった場合は対応される予定があるのか。

また、病院としては、そういう臍帯血の採血を

進んでといったらおかしいんですが、そういう

こともしますよというふうに標榜するような体

制とかというのはしていく予定はございますか。 

○佐藤 議長 芦川病院事業管理者。 

○芦川紘一病院事業管理者 採血のことでよろし

いんでしょうか。移植のことも含めておっしゃ

っているんでしょうか。（「臍帯血の最初のほ

うです」の声あり） 

  採血のことですか。（「はい」の声あり） 

  今回は民間の臍帯血バンクの方と、先ほど事

務局長が申し上げましたように、民間のバンク

と個人の契約ということで、それの採血に協力

したという格好です。ですから、そういう格好

では協力できると思います。 

  ただ、先ほど質問の中にいろいろ出てきまし

たけれども、臍帯血移植ですとか幹細胞がどう

のこうのとなりますと、これは公的なバンクと

の契約が必要なんです。これはそれなりの人的

あるいはいろんな施設の面で条件を満たしてい

ませんとその施設になれませんので、山形県で

はなかなかないわけですけれども、山形県で行

っているのは大学ですけれども、宮城県なんか

ですと五、六カ所ありますけれども、そういう

人的にも設備的にもなかなか条件を満たすのは

困難かなというふうに思っていますので、少な

くとも近い将来に向けてはなかなか難しいなと

いうふうに思っております。 

  そういう個人の希望で、民間のバンクとの契

約でぜひ採血してほしいということには協力で

きるかなというふうに思っております。 

○佐藤 議長 山田富佐子議員。 

○２３番（山田富佐子議員） ありがとうござい

ます。 

  今、こういうふうにｉＰＳ細胞からの臍帯血

移植というのも今回脚光を浴びておりますので、

もしかするとまたそういう妊婦さんからの御相

談等もあるかもしれませんので、そのときはぜ

ひ対応をお願いしたいと思います。 

  先ほども言いましたけれども、人的な問題と

か手順とか労力とか時間のかかることですが、

やはり市立病院に寄せる市民の大きな期待と安

心感を持って生活できる医療の体制づくり、取

り組みを要望したいと思います。 

  それでは、次に、ひとり暮らしの高齢者のこ

とについて、これは要望なんですが、先ほどの

データの中に、昨年に比べて200人以上、218人、

65歳以上の単身高齢者がふえております。すご

いスピードだと思うんです。やはり地域をつく

るのは人だと思います。結局は人がいないとこ

ろでは地域力というのは生かされないわけです。

ゆえに、高齢化とか核家族化が進んで、単身高

齢者とか高齢者夫婦のみの世帯がどんどん急増
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しております。 

  これはある町内会長さんからお聞きしたこと

なんですけれども、ある町内では、組長さんが

単身高齢者宅に回覧板は手渡しをして見せてい

ると。そして、説明をして安否確認や生活の問

題、声がけ、組長さんがそれをやって、そして、

次の家に回覧板を持っていっているということ

で、とにかくその中でただ置いていくのではな

くて、コミュニケーションを図っていると。す

ごく人のぬくもりが伝わるような顔の見える取

り組みがすばらしいなと私は感激したところで

すが、米沢市内でもそういうふうな取り組みを

されているところはもっとほかにもあるのかも

しれません。 

  私は、これから大きな社会の枠組みが変わっ

ていくわけですので、そういう取り組みも本当

に力を入れていかなければならない。地域だけ

に任せるのではなくて、私たち、行政側からも

そういうことを声がけしていかなくてはならな

いなと思います。 

  時間になりますので、最後に一言だけ。米国

のケネディ元大統領が、尊敬する日本人の一人

として上杉鷹山を挙げています。上杉鷹山の

「藩主のために領民があるのではなく、領民の

ために藩主がある」という先人の言葉を受け継

いで、市民がこのまま米沢に住み続けたい、ま

た市外の方が米沢に行ってみたいなと、米沢に

住んでみたいなと、米沢っていいよねと、小さ

な城下町だけど、未来に希望のあるまちだよね

と思っていただけるようなまちづくりを、とも

どもに頑張っていきたいと思います。ありがと

うございました。 

  以上です。 

○佐藤 議長 以上で23番山田富佐子議員の一

般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前 ９時４５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、立志式を全中学校で外１点、18番渋間

佳寿美議員。 

  〔１８番渋間佳寿美議員登壇〕（拍手） 

○１８番（渋間佳寿美議員） おはようございま

す。渋間佳寿美と申します。 

  本日は、米沢市立西部小学校６年生の皆さん

が社会科見学ということで議会傍聴にお越しい

ただきました。ありがとうございます。議会っ

て何してるんだろう、市役所ってどんな仕事を

してるんだろうということを学ぶということは、

非常に大事なことかなと思っております。皆さ

んが知らないところで、皆さんの学校、教育や

通学路、飲み水の水道やいろんなこと、さまざ

まなことを、この議会では議論をしております。

その会議もさまざまありまして、きょうは一般

質問という本会議であります。議員が個人個人

の思いを伝えて、このまちをよくしようという

思いを持って臨んでいるところであります。皆

さんが本当に気づかないところでいろいろ仕事

をしているわけですが、人はひとりで生きてい

るのではなくて、生かされて生きているんだな

という気づきになればなと思って、質問に臨み

たいと思います。 

  このたびの私の質問は２つあります。この２

つとも、実は小学生の皆さんにも大いにかかわ

ることでありますので、議会での言葉とか非常

に難しいところもあるのですが、なるべくわか

りやすくしたいと心がけて臨みたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  １つは、立志式を市内の中学校全校で行うべ

きというものです。もう一つは、発明すること
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で米沢のものづくりを盛んにしたいというもの

です。 

  まず、１つ目の立志式について申し上げます。

この立志式とはどういうことかというと、中学

２年生になったとき、志を立てて自分を見つめ、

自分の生き方を考え、大人への第一歩を踏み出

すという意味を込めて行う式のことです。 

  なぜ中学２年生かというと、いろいろないわ

れがあります。昔は15歳で大人とされ、元服と

いう儀式が行われていました。今でいう成人式

です。その元服ということにちなんで、15歳を

目前に、14歳、中学２年生で立志式が行われて

いるという考え方もあります。 

  ほかにも、大昔の中国の孔子という人が書い

た「論語」という本の中に、「吾十五にして学

を志す」とあり、「学」とは学習、学問のこと

ですが、そこから立志式をしているという考え

方もあります。 

  さらには、江戸時代、特に幕末と言われた時

代に活躍した橋本左内という人が15歳で書いた

「啓発録」という本から立志式を行っていると

いう考え方があります。この考えをもとに実際

に立志式を行っている中学校が日本各地にあり、

私自身も、この橋本左内の「啓発録」から立志

式が行われていると考えたほうがすっきりしま

す。 

  ここで、橋本左内とはどんな人だったのか、

15歳で書いた「啓発録」とはどんな本だったか、

紹介します。 

  まず、橋本左内とはどういう人物かといえば、

とても優秀で、西郷隆盛が最も尊敬した人です。

わずか26歳で安政の大獄という事件で死んでし

まいますが、橋本左内が短い生涯で生前に言っ

ていたことは、数十年後あるいは50年後には実

現しているほどです。例えば日本とイギリスと

の日英同盟や国際連盟の成立などがあります。

先を見通すことができるほど、国内と海外のこ

とを的確に把握していた人です。 

  次に、橋本左内が書いた「啓発録」という本

ですが、その本には主に５つのことが書かれて

あります。 

  １つは「稚心を去る」。つまり子供心をなく

さなければならないとして、ともすれば何もせ

ず怠けてしまいたくなる気持ちや親や誰かを頼

ってばかりいる甘えた心を捨て去らなければな

らないと書いてあります。 

  ２つは「気を振るう」ということです。簡単

に言うと、負けないぞという気持ちを持てとい

うことです。スポーツなどの試合でも負けるこ

とはありますが、負けて悔しいという気持ちが

なければ上手にはなれません。そういうことで

す。 

  ３つ目は「立志」。ここで出てきました。立

志です。目標に向かって努力をするということ

を書いています。 

  ４つ目は「勉学」ということです。勉学の

「学」とは習うことで、すぐれた人物の立派な

行いを習い、自分でもそれを実行しようと書い

てあります。「勉」とはつとめるということで、

自分自身の力を出し尽くし、目的を達成するた

めにどこまでも続けるべきだと書いてあります。 

  ５つ目は、友達のことを書いてあります。自

分にとって嫌なことでも、それが自分のために

言ってくれているのが本当の友達で、そういう

友達を大切にしたり、自分を高めてくれる友達

を持とうということです。 

  まさしく立志式とは、橋本左内の「啓発録」

から来ていると思えてなりません。「啓発録」

について、今は簡単に省略して言いましたが、

難しい文章で書いてあり、とても15歳で書いた

とは思えない内容です。 

  さて、ここまで立志、立志と言ってきました。

立志の「志」、「こころざし」とはどういうこ

とでしょうか。 

  志の字がどうやってできたかを説明します。

議長の許可を得て、参考資料を皆さんに配付さ
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せていただきました。 

  この志の字は下に「心」があります。上のほ

うの「士」という字は、これはもともと「之」

という文字、ひらがなのえと書くような文字、

もとは「之」が当てはまります。これは「の」

とも読みます。よくお墓参りとか墓地に行った

とき、お墓に「何々家之墓」の「之」の字です

ね。これは「足」を意味しています。足ですか

ら、これは「行く」という意味合い、そして読

み方をします。この志の上のほうは「行く」と

いう意味です。そして、心と合わさって、これ

は「行く心」、志とは「行く心」を意味してい

ます。 

  辞書などでは、目標や夢と書いてあります。

そのとおりです。目標や夢に行く心、これが志

です。こういう自分になりたい、こういった世

の中をつくりたい、こういったものをつくりた

い。それが志です。こういったことをしたいと

いうことであれば、現状はどうかと。そうはな

ってはおりません。今の自分はこうだけれども、

今の世の中はこうだけれども、あるいはこうい

ったものはできていないけれども、でもいずれ

こうしたい、この現実と目標を埋めるのが、こ

のギャップを埋めるのが志です。行く心があれ

ば、人はおのれから動く。それが志です。人か

ら言われて動くのではなく、志があればみずか

ら動くようになります。 

  的確にあらわしているのは、これも大昔の孟

子という人が言った言葉でありますが、「志は

気の帥（すい）なり」と言いました。 

  ここで「気」とは何か。今現在は「気」とい

う漢字は中にカタカナのメのように書きますが、

もとは中に「米」を書きます。どういうことか

というと、昔、かまどで米を炊いたとき、米が

炊き上がったとき上のふたが持ち上がる。何も

力が加わっていない、見えないものが動かす。

エネルギーなんです。「気」は、見えませんが

動かす力を持っている。エネルギーです。です

から、元気、勇気、根気、全て「気」ですが、

見えないけれども、これは動かす力を持ってい

る。その動かす力を、全ての気は「帥なり」。

「帥」というのは全ての大もとです。親分、大

もとです。全ての気の大もとが志であると。 

  つまり志を持てば元気が出てくる、やる気が

出てくる、根気も出てくる、勇気も出てくる。

勇気、難しいな、できそうにないなということ

を乗り越えようとする気持ち、勇気。もうやめ

たいなと、だけれども続けていこうとする根気。

そして、やる気が起こる元気。全ては志があれ

ば、何かを目指すところがあれば、その気持ち

が湧いてきて自分から動く。人から言われて動

くのではなくて、自分から動く。これを持てる

のは、志があるからです。志がいかに大事か、

おわかりいただけたでしょうか。 

  だから、志を立てる立志式を行うべきなので

あります。日本全国各地の多くの中学校で、中

学２年生が立志式を行っています。山形県内に

も、立志式を実行している中学校が多くあるよ

うです。米沢では、ここ５年の間で行っている

のは、四中が毎年行っていて、一中、二中、五

中も行ったようでありますが、毎年ではないよ

うです。これをほかの中学校でも続けて行い、

米沢市内全部の中学校で行うことになれば、志

を持った、自立の心を持った中学生がふえ、と

てもよい効果が期待できます。 

  市内全校で継続的にやるべきではないでしょ

うか、お尋ねいたします。志を感じる答弁を期

待し、次の質問に移ります。 

  発明考案奨励条例についての質問です。 

  発明考案奨励条例、以後、わかりやすく発明

条例とだけ言いますが、この発明条例とは何か。

発明品や発明する人をふやしていこうという条

例、いわば米沢市の法律のことです。また、発

明をしましたという届け出をするにも費用がか

かり、それら費用の一部を最高40万円まで市が

奨励金として負担をしますというものです。 
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  発明をするということは新しいものを生み出

すということで、仕事ができ、そこで働く人が

ふえて、お給料も入ります。発明した人は億万

長者になれるかもしれません。多くの人がお給

料をいただくと、税金という形で市役所にもお

金が入ってきて、みんなが幸せになります。 

  このような発明を奨励した条例は日本国内で

も珍しく、数えるほどしかありません。しかも、

この条例は、今から40年以上も前の昭和41年に

制定されたもので、日本初のものです。このす

ばらしい条例が米沢市にはずっと前からあった

ことになりますが、今現在、この条例が余り知

られていないのが残念でなりません。 

  発明条例ができたいきさつを話します。当時、

東京で発明学会の代表をしていた豊澤豊雄さん

という方が、日本全国に発明学校や発明教室を

開こうとしておりました。米沢では、遠藤武彦

さんという青年が豊澤さんと懇意、仲よくして

いて、発明教室を開きました。その発明教室で

はいろんなアイデアが出されたり、いろんな取

り組みが行われました。もっと発明を広めよう

とした遠藤武彦青年は、当時の吉池慶太郎さん

という市長に条例をつくるよう提案。吉池市長

は、それはおもしろいことだ、よいことだとし

て条例をつくったというのが背景にあります。 

  吉池慶太郎さんという市長は行動力と実行力

があり、発明条例をつくっただけでなく、条例

を生かすことにもつながる八幡原工業団地をつ

くるなど、市民の仕事をする場所をふやしたす

ばらしい市長でした。 

  また、条例をつくるよう提案した遠藤武彦青

年は、その後、山形県議会議員になり、また、

国会議員にもなりました。国会議員になって、

私が発明しましたという特許の出願をパソコン

でできるようにしたり、特許データをコンピュ

ーター化したりと、３年前に国会議員をやめま

したが、先を見る力がある人で、いわばすごい

人たちによって日本初の発明条例が米沢ででき

たのであります。 

  ところで、発明というと何か難しいことのよ

うに思えるかもしれません。そうではありませ

ん。不便なことを、こうすればみんな使い勝手

がよくなって便利になるのになあ、という発想

から生まれたものが多くあります。 

  米沢の隣町の川西町に、三菱鉛筆の工場があ

ります。鉛筆の一方の先に消しゴムをつけたと

いうちょっとしたアイデアで、飛躍的にその鉛

筆メーカーのものが売れたりしております。こ

のように２つのものを１つにするといった発明

はたくさんあります。何にせよ、ちょっとした

アイデア、発想でも、すごく便利になったりす

るのが発明です。もちろん難しい技術なども含

めて発明ということを進めていくことが、ひい

ては米沢市の産業を活性化させるのであります。 

  米沢の産業活性化の一つである発明条例があ

るにもかかわらず、条例があることのお知らせ

や条例の利用と活用が積極的に行われていない

ように見受けられます。 

  ここ５カ年の発明条例に基づく奨励金の実績

も、申し出た件数は１件から４件、認定に至っ

ては０件から３件と、想像以上に少ないのが現

状です。 

  そこで、発明条例を広く多くお知らせする必

要があると考えますが、市としてＰＲに努める

のか、お伺いいたします。 

  また、条例の内容として、運用や奨励金を充

実させる必要があると考えますが、いかがでし

ょうか、お尋ねいたします。 

  子供たちに発明という面からも志や夢が持て

るような答弁を期待し、壇上からの質問を終わ

ります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの渋間佳寿美議員の

御質問にお答えをいたします。 

  私からは、発明考案奨励条例についてお答え
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をします。その他につきましては部長からお答

えをいたします。 

  本市におきましては、発明及び考案を奨励し

産業の振興を図ることを目的として、御質問に

もありましたが、昭和41年に発明考案奨励条例

を制定いたしました。 

  本条例は、特許権や実用新案権の出願を行っ

た発明や考案のうち、技術的に優秀かつ独創的

であり、実用化が期待できるものなどに対して

奨励金を交付するものであります。 

  現在では、山形県を初めとする都道府県や全

国の市などで類似する条例を制定しております

が、これも御質問にありましたが、全国に先駆

けて本市が制定したものであり、本市のものづ

くりの歴史を象徴する制度の一つとなっている

ものと認識しております。 

  近年５年間の実績としましては、12件の申請

に対して10件を認定しているところであり、昨

年度は、４件の申請があって３件を認定いたし

ました。 

  申請の概要を挙げますと、屋根消融雪などの

身近なものから、織物関係、電子機器分野や金

属加工などの本市の基幹産業に関するものはも

ちろん、さまざまな産業分野における発明考案

があり、６次産業化に寄与し、今後の本市の産

業の発展のきっかけとなるような事案も多くあ

ります。 

  せっかくのよい制度でありますので、従来の

広報やホームページの掲載に加えて、企業、関

係団体に対して直接呼びかけを行うほか、マス

メディアなどを利用する等により、効果的な周

知に努め、本市産業の発展に寄与する制度とし

て、より一層企業等に活用していただけるよう

に努めていく考えです。 

  また、奨励金を増額するかどうかにつきまし

ては、今後の検討課題とさせていただきたいと

思います。 

  本日は小学生の傍聴もありますので、あえて

一言つけ加えさせていただきますと、約400年前

に米沢に生まれ育った伊達政宗が、ヨーロッパ

と貿易をすべく、ローマ法王のもとへ家臣支倉

常長を遣わしました。支倉常長もまた、７歳ま

ではこの米沢で育ったという記述があります。 

  また、よく知られておりますように、上杉鷹

山は米沢織を始めました。米沢織は今日でも全

国に誇る伝統産業であります。 

  さらに、およそ100年前に、創設間もない米沢

高等工業学校、現在の山形大学工学部の教授秦

逸三が、日本で初めてこの米沢で化学繊維をつ

くり出して、帝人が米沢で産声を上げました。 

  このようなことからもわかりますように、米

沢には進取の精神というのが脈々と流れている

と思います。この発明考案奨励条例によって独

創的な技術をつくり出すというのは、まさしく

この進取の精神の流れの中にありますので、そ

のような米沢の風土の根底をなすような気風も

大事にしなければならないし、また、子供たち

にも受け継いでもらいたいものと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私からは、立志式を全中学校

でというふうな御質問にお答えをしたいと思い

ます。 

  漢字の成り立ち等の学習もあって大変参考に

なりました。私からは気を入れて答弁をしたい

というふうに思います。 

  立志式は、昔の武家社会で行われていた「元

服の儀」にならって、14歳になったお祝いとし

て、また、みずから将来に向けての志を立てる

機会として、全国各地で開催されております。 

  先ほどありました橋本左内の「啓発録」によ

るというふうな説もありまして実施されている

ことも承知しております。 

  また、小学校によっては「半成人式」といっ
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て、10歳になった年にやっているというふうな

学校もあります。 

  今年度、米沢市内で立志式を実施または実施

予定の中学校は８校中２校であり、過去５年ま

でさかのぼりますと８校中４校で、いずれも２

年生で実施されております。将来の夢を作文に

まとめたり、決意の言葉を色紙に書いたりして、

学年及び参加した保護者の前で、親や家族への

感謝の言葉とともに発表する内容となっており

ます。 

  立志式の狙いとして、自己の生活や生き方を

振り返るよい機会であること、それから、３年

生での進路選択を控えて自己理解や自己実現へ

向けての機会となること、また、友達の将来へ

の考えや思いを学年で共有することで、ともに

学び合い高め合う集団を目指すきっかけとなる

ことなどがあって、意義のある行事であると考

えております。 

  立志式を実施していない中学校においても、

このような趣旨での学年集会や道徳の授業など

を行っており、特に生き方学習として、キャリ

ア教育の一環として保護者も参加しながら行っ

ている学校もあります。 

  しかしながら、各学校の教育課程作成の権限

は各学校にあることから、立志式の実施につき

ましては、校長会などでその意義を十分に周知

した上で、実施については各学校の判断に委ね

たいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 渋間佳寿美議員。 

○１８番（渋間佳寿美議員） 質問席から再度申

し上げたいと思います。 

  まず、立志式についてですが、珍しくといい

ますか、おおむね前向きな答弁をいただいたよ

うな気がしております。そして、志とまではい

かないんですけれども、気が入った答弁であっ

たなというふうにも思っております。 

  確かにその権限は学校、校長先生ごとにある

ということは承知しております。ただ、教育委

員会としてはどう考えるのかという意識を聞き

たかったわけなんですけれども、教育委員会と

してもさまざまなメリットがある、親や家族に

感謝の気持ちを伝えたり、あるいは自分の生き

方を見つめるきっかけ、自分を高めるきっかけ

になる、意義のある行事だというふうに認識し

ているようでありますので、これはやはり教育

長がおっしゃったように、意義を校長会等々で

伝えていただきながら、それで実行する学校が

ふえていけばいいなと思います。 

  それと、実施していない学校でも何かしら、

キャリアアップ等々やっている、それに類似し

たことをやっているということなんですが、私

は、これはやはり式にすべきなんです。式。要

するに、チャレンジウィークという職業訓練の

ようなことをやっていると思うんですが、それ

でもって親の職場を見て、大人の背中を見て育

つということも大事かもしれません。ただこれ

を式にするということが、私は非常に大事だな

と思っております。 

  式の意味、御存じですか。細かく言うと何か

変な問答になってしまうのでやめますけれども、

節目があるということです。節目をつくると。

１年生は入学式があります。３年生は卒業式が

あります。２年生、中だるみにならないように

という意識もあって、全国の学校ではやってい

るようです。ですから、立志式、節目をつくる。

この節目から我々は大人になるんだと。橋本左

内ではないですけれども、甘い心を捨て去るん

だと、自分の志を立てるんだと、友達を大切に

していくんだと。そういう節目の行事というの

が私は必要だと思いますので、その辺もぜひ御

理解いただきたい。 

  いろんな何かしらやっていると、やっていな

い学校でもそれに類似したものをやっていると

言いますけれども、やはり私は立志式、式にす

ることの重要性ということを申し上げたいと思
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いますが、いかが感じるでしょうか。 

○佐藤 議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 先ほども申し上げましたけれ

ども、各学校における全ての学校行事、これは

入学式とか卒業式というふうな大きな儀式のほ

かについては各学校の判断、校長の範疇で考え

るというふうになっておりまして、この意義は

十分に各校長に伝えるものの、その判断を任さ

れるのはやはり各学校経営にかかわりある校長

なわけで、それについて全校一斉にこういうふ

うな式を設けてくださいとかやるべきだとか、

そういうふうなことでの指導は慎むべきだろう

と逆に思います。 

  ですから、そういう意味では、各学校が毎年

やっている学校もあれば、あるいは学年からの

要望で１年置きとか、あるいは３年に１回とか

という学校も実際にあるわけで、それはそのと

きの学校長の判断で行ってもらっているという

のが実態ですので、そんなふうに判断をさせて

もらいます。 

○佐藤 議長 渋間佳寿美議員。 

○１８番（渋間佳寿美議員） いや、私はそれは

わかっているんです。１回目に言いましたから。

私が言っているのは「式」の意義を申し上げた

わけで、式にする意味合い、重み、それをどう

感じているかということを質問したんですけれ

ども、わかっていらっしゃると思いますので、

それ以上は申し上げません。 

  ぜひ教育委員会として校長会等々でこの立志

式の意義、そして、その効果というものを伝え

て、あとは校長先生たちの判断になるかもしれ

ませんが、ぜひ志を持って校長先生方に伝えて

いただきたいと。志を持つことの意義含めて、

そして、式にすることの重要性合わせて、気持

ちを持って伝えていただきたいと。それで、あ

とは判断はしようがないんですけれども、まず

気持ちを持って、気を持って、志を持って伝え

ていただきたいということを申し上げて、立志

式については以上にします。 

  発明条例、これもおおむね前向きな答弁であ

りました。その意義、重要性も認識しているよ

うです。ですが、これまでやはり指摘をしない

となかなかわからんというのではまずいんです。

これまでいろいろと産業振興をすべきだと多く

の議員が、これまでいろんな提言、提案をして

おります。企業誘致もその一つでありましょう。 

  しかし、私は、もうない物ねだりではなくて、

ある物生かし。もう40年以上前からこの条例は

あるわけです。この40年以上前からの条例を生

かそうという考え方があれば、年に１件から４

件というのではなくて、もうどんどん出てくる

ような、そして、壇上でも申し上げましたが、

発明をするということは新たな産業を生み出す

ということなんです。どうですかね。 

  今後はいろいろとＰＲにも努めていくと。そ

して、企業や関係団体に直接呼びかけていくと

いう方向性になったわけですが、これはやはり

これまでの反省を踏まえていることだと思うん

ですけれども、これまで反省というものについ

てはどう感じているのか、産業部長、いかがで

すか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 この条例につきましては、

議員御承知のとおり、既に四十数年の長い歴史

を持って各企業に貢献したものというふうに思

っております。使われ方を見てみますと、米沢

でいう大きな企業から米織産業、それから食品

業、個人も含めましてさまざまな分野で御活用

いただいているところであります。 

  確かに年月が過ぎまして、ＰＲ不足というの

は否めないところでございますけれども、今後、

そういったところを踏まえまして頑張って振興

していきたいというふうに思います。 

○佐藤 議長 渋間佳寿美議員。 

○１８番（渋間佳寿美議員） 何事もやはり反省

の上に立って、じゃ、今後どうしていこうかと
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ならないと、絵に描いた餅になりますので、や

はり今までちょっとまずかったと、古い条例だ

から気づかずにいたみたいな話ではなくて、古

くても、これは日本に誇り得る条例ですよ。本

当に調べてもないんです。やっている自治体は

余りありません。しかも40年以上前なんて、日

本初、米沢も進取の姿勢は行政側もあったわけ

です。今、最近は行政側は余り見受けられない

んですけれども。 

  そして、奨励金の増額については検討課題だ

ということですが、つまりＰＲや働きかけ、呼

びかけをしていく、マスコミ等も使って呼びか

けていくということは、今後件数がふえる可能

性もあります。件数がふえていったら、まずパ

イが大きくなれば認定の件数もふえていく可能

性もあります。そうすると、検討課題ではなく

て、増額せざるを得なくなるのではないですか。 

  例えば、今２件か３件くらいしか来ていませ

ん。認定していません。ところが、10件、20件

となる。10倍になったとしたら、必然的に予算

規模も10倍になるのが私は普通だと思います。

今ある予算の中で認定件数が10倍にふえたら、

じゃ、その40万円を予算は決まっているから４

万円ということは、私はおかしいと思うんです。

いかがですか。パイがふえたときの、申請件数

がふえたときの対応、増額についての検討課題

について、それは当然だという答弁を期待しま

すが、いかがですか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 先ほども申しましたが、応募

件数の少ないことについては２つ原因があるの

ではないかと思っています。１つは、やはりも

っとＰＲをしなくてはならないという行政のほ

うの問題。そして、もう一つは、そういうよう

なものにどんどん応募するような気持ちを民間

に持ってもらいたいという課題というのがある

と思います。 

  ですから、その２つの課題に力を入れていく

ことによって、件数が仮にふえていった場合に、

今の決まっている全体の額をどうするか。そし

て、その前に、そもそも１件当たりの額は今の

ような金額でよいのかどうか。これをふやした

場合に応募者がふえるのか。そうでなくて、ふ

やさなくてもふえるのかどうかなど、多方面に

わたって検討する必要性があるというふうに思

っていますので、きょうこの場で即答をするの

ではなくて、さまざまな御質問にあった趣旨を

踏まえてさまざまに検討をさせていただいて、

結論を出していきたいというふうに思います。 

  そして、さらに重ねて申し上げますが、やは

り独創的な技術あるいは改善工夫というのは、

常日ごろのさまざまな自分たちの取り巻くあら

ゆる事象について、これでいいのか、もっと改

良はないのか、工夫はないのかという考えをす

ること自体が、そういう頭の構造をつくってい

くものというふうに思います。ですから、行政

も全般にわたってきのうよりもきょう、きょう

よりもあした、去年よりもことし、ことしより

も来年というふうに、仕事に工夫を重ねて進化

させていくということが大事だというふうに思

っております。 

  常々、着物議会年に一遍やっておりますが、

せっかくですから参加された議員、市の幹部等、

年に一度だけではなくて、あとは個人的にさま

ざまな場面で着物を着てＰＲをする、そういう

ふうな工夫ができないものだろうかなどとも思

っております。一つの事例ではありますが、そ

のように、いろいろとさまざまな面において工

夫してみることが大事だというふうに思ってお

ります。 

○佐藤 議長 渋間佳寿美議員。 

○１８番（渋間佳寿美議員） 端的に答えていた

だきたいと思います。 

  そのとおりなんですよね。ＰＲ云々というの

はもう常日ごろからですけれども、産業部長が

言っていたように、おろそかだったと、反省点



- 29 - 

があるということですので、今後、その常日ご

ろのところからやっていただきたいというもの

であります。 

  そして、新技術新技術と言いますけれども、

老舗企業が持つものも重要視していかなければ

ならないなと思っております。私は、さきの９

月定例会で老舗企業を、100年以上とか200年と

か長く続いた企業、老舗企業を顕彰すべきだと。

その中には、古いずっと続けている、昔からあ

る道具かもしれませんが、最先端のものをつく

っているのが多々あります。例えば携帯電話の

折りたたみの部分、あれは何百年と続いた屏風

の会社の技術を使っていたりします。 

  つまり、何かを加える、老舗企業の昔から持

っている技術に何かを別な発想でやって、新産

業が生まれるということもあり得ますので、先

ほど市長は関連団体とか関連企業を言いました

けれども、関連企業だけではなくて少し幅を広

げて、実は老舗企業とか思いもかけないところ

から新製品、新商品というのは生まれてくるも

のなんです。そういったところから、この条例

があるということをＰＲしていくということな

んです。そういった部分にも光を当てるべきで

はないかなと思いますが、いかがですか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 老舗企業につきましては、

議員が９月定例会で御質問をいただきまして、

我々もその後、大変いい制度だというふうなこ

とで前向きに検討するようなことで進めており

ます。先日も、県内のある新聞に老舗特集とい

うふうなものが出ておりまして、米沢市も多く

載っておりました。数えてみましたら八十数社、

米沢では100年以上続く老舗があったというふう

なことであります。 

  そういったことを踏まえまして、今後、先ほ

ど市長が述べましたように、ＰＲ不足は否めま

せんでしたので、あらゆる産業についてＰＲに

努めていきたい、それで頑張っていきたいとい

うふうに思います。 

○佐藤 議長 渋間佳寿美議員。 

○１８番（渋間佳寿美議員） 裾野を、これは老

舗企業、古い企業だから発明とは関係ないだろ

うではなくて、ぜひそこにもいろんな裾野を持

って取り組んでいただきたいと思います。 

  もう一つ例を挙げれば、老舗企業、はやぶさ

という衛星ありましたよね。あれも個々の部品

なんかを見ると町工場でつくっているんです。

大企業の研究室があるようなところではなくて。

あるいは、老舗企業の技術が入っていたりしま

す。そういったところもぜひ、いろんな分野に

発明というのはかかわるということがあり得ま

すので、思いがけないコラボレーション、組み

合わせで新商品、ヒット商品が出る可能性があ

るものですから、これは本当に裾野を広げてＰ

Ｒに努めていただきたいと思います。 

  また、常日ごろ、この発明に関しては常日ご

ろが大事だと、市長が先ほどおっしゃいました。

まさしくそのとおりなんですが、私は常日ごろ、

なおかつ幼いうちからという発想も必要だと思

います。少年少女発明クラブというのもありま

すけれども、例えば学校教育の中で、あるいは

夏休みの自由工作とかそういった部分で、発明

工作展なんていうのも市が主催で、あるいは教

育委員会でもいいんですけれども、開いてもい

いのではないかなと。要するに、子供たちにや

はり柔軟な発想で、おもしろい発想で、本当に

製品化したら物すごいものができるかもしらん

と。そういうアイデアを募るというのは非常に

いい機会になると思うんです。今の不便なこと

は何だろうかという我々が気づくきっかけにな

るかもしれません。そういうのが期待されるわ

けなんですが、教育委員会としては、いろいろ

発明工夫展とか、やっているかもしれません。

現状でどのようなことをやっているのか、もし

あればお知らせください。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 
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○土屋 宏教育指導部長 米沢はものづくりのま

ちでございまして、子供たちにもぜひそういっ

た取り組みをさせたいということで、いろんな

取り組みをしておりますけれども、まず具体的

には、米沢市の小中学校の理科作品展覧会とい

うのを毎年９月から10月ぐらいに児童会館のほ

うで行っております。理科研究、それから採集、

そのほかに理科工作という３つの部門で開催し

てございますけれども、特にその理科工作につ

きましては創意工夫がある作品ということを限

定しておりまして、小学校でいえばゴムとか磁

石とかモーターとかそういったもので子供たち

がいろんなものをつくってくるわけですが、１

つの磁石でもその磁石をくるくる回すことでま

た違った動きが出てくる、本当に楽しい、そう

いった子供たちの創意工夫があふれた作品が毎

年多数出てきます。私も毎年行って見ておりま

すけれども、本当に子供たちの発想というのは

みずみずしいものがあるなと思ってうれしくな

るところです。 

  それから、毎年、山形県で、会場を全県を動

きながら、山形県発明工夫展というのがござい

ます。そちらにつきましても各学校に御案内を

して応募をしていただいていると。ただ作品が

大きかったりしてなかなか持っていってという

のは大変なもので、そういった部分について理

科センターのほうで、希望がある学校さんにつ

いてはそういった作品を、会場が酒田だったり、

ことしは寒河江だったんですけれども、そうい

ったところに届けたりしながら、ぜひそういっ

たところにも応募できるようにしているところ

です。 

  さらには、直接的ではありませんけれども、

夏休みに小学生の科学教室だったり中学生の科

学教室を開いて、山大工学部を会場にして使わ

せてもらったりしながら、小学生はホバークラ

フトをつくってみたり、中学生は花の色で太陽

光発電をしてみたり、砂糖を使って大噴火の実

験をしたりということで、いろいろな子供たち

の感性を刺激できるようなそういった取り組み

を今しているところです。 

  さらに、民間では少年少女発明クラブという

のもあって、そちらも４年生から６年生までの

子供たちが山大工学部で継続的な活動をしてい

るというふうなこともあるようです。 

  そういったことで、いろんな場面で子供たち

のそういった感性を刺激して、将来の発明家に

なってくれたらいいなというふうに思っている

ところです。 

  以上です。 

○佐藤 議長 渋間佳寿美議員。 

○１８番（渋間佳寿美議員） これもいろいろや

っているようでありますが、ぜひこれをもっと

充実する方向、あるいは力を入れていく部分と

して取り組んでいただきたいと思います。 

  というのは、年来、どの議会議員のさまざま

な方が理科離れ、数学離れということを指摘し

ております。こういったところから興味を持っ

て理科が好きになる。そして、理科が好きにな

るということは、将来ノーベル賞受賞者が出て

くるような、そんな夢を私は持っているわけで

す。だから、こうやって発明とかを推進してい

るまちなんですよと、学校としても教えていた

だきたいんです。こんな条例があるんですよと、

米沢にはすばらしい条例があるんですよという

ことを教えていくことも大事じゃないかなと。 

  そして、なおかつ柔軟な発想を取り入れて、

もしかしたら大化けするかもしれない可能性が

ありますので、ここはぜひ細々ありましたけれ

ども、それぞれに力を入れてやっていくと。や

っているではなくて、力を入れてやっていく。

これも気を持って志を持ってやっていただきた

いと。大きな志で、やるのなら将来米沢からノ

ーベル賞受賞者を出すんだと、そういう気持ち

があれば動きますから。ぜひそういう大きな志

を、やはり子供たちだけではなくて、我々大人
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が持たなければ動きませんよ。ぜひそこは充実

していただきたいというふうに申し上げまして、

私の質問を終わります。 

○佐藤 議長 以上で18番渋間佳寿美議員の一

般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、再生可能エネルギーの推進について外

１点、２番髙橋義和議員。 

  〔２番髙橋義和議員登壇〕（拍手） 

○２番（髙橋義和議員） 皆さん、こんにちは。

市政クラブの髙橋義和です。社会科見学で傍聴

に来ていただいた西部小学校の皆さんにもわか

りやすいようにお話ししたいとは思いますけれ

ども、何せ漢字で書いたものは耳で聞くだけで

はちょっとわかりづらい部分がありますので、

わからないことがあったら後で先生に聞くか、

インターネットで調べていただければと思いま

す。 

  それでは、進めていきます。１つ目は、再生

可能エネルギーの推進についてお尋ねいたしま

す。 

  2011年３月11日に発生した東日本大震災では、

東日本の太平洋沿岸の広い地域において、甚大

な津波の被害を中心として数多くの被害がもた

らされました。そして、東京電力福島第一原子

力発電所において、放射性物質の大量放出を伴

う深刻な原子力事故が発生しました。多くの人

が、放射能被曝から逃れるために全国に避難し

ています。今、米沢に避難している人は2,900人

台にまで減りましたが、一番多いときは3,800人

以上の人たちが避難をしていました。 

  日本の政府は、福島第一原発の10キロ圏内な

ど一部区域以外は安全だと言いますが、それな

らばなぜ多くの人たちが避難をし続けているの

でしょうか。福島市からの自主避難をしている

人がこう言っています。チェルノブイリ原発事

故のあったウクライナでは、福島市の放射線量

は移住勧告地域の放射線量があると。それなの

に、なぜ日本政府は安全と言っているのか、こ

う訴えていました。 

  また、今言ったように、チェルノブイリのあ

るウクライナの非常事態省、財務省とか総務省

とか国の機関の名前ですが、ウクライナでは非

常事態省という省をつくっています。そこの調

査結果では、低線量の、少ない放射線被曝でも

心臓や血管などの病気での死亡がふえていると

いうことを報告をしています。放射線被曝によ

る影響と見られる病気は、この調査結果では、

白血病、白内障、甲状腺がん、心筋梗塞、狭心

症、脳血管障害、気管支炎など多数に及んでい

ると報告をしています。 

  しかし、国際原子力機構などの国際機関は、

白血病、白内障、甲状腺がんなどしか、放射線

被曝による影響と認めていません。日本の政府

も同じ立場をとっています。放射線被曝の問題

について、少ない放射線被曝でも健康に影響が

あると心配をしている避難者の方々の声にも耳

を傾けて一緒に考えていきましょう。 

  日本は地震の国です。日本にあるいずれの原

発も活断層などの危険を抱えていますし、東日

本大震災のように同じような大きな地震があれ

ば、また放射能が漏れるのではないか、原発事

故が起きるのではないかということが心配され

ています。二度と原発事故を起こさないために

も、脱原発を進めていかなければならないと思

います。 

  この原発事故を受けて、原子力発電に依存を
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したこれまでのエネルギー政策の大転換が求め

られています。白熱電球、普通の電球ですね、

蛍光灯でない電球、この白熱電球を全てＬＥＤ

照明にかえることによって、原発数基分が必要

がなくなるということも言われています。原子

力発電に依存することなく、安定的な供給が可

能で、環境にも大きな負荷を与えることのない

エネルギー源を確保すべく、再生可能エネルギ

ーの導入、エネルギーの地産地消をすぐに進め

ていかなければならない。これが急がれている

課題です。 

  米沢の安部市長は、「脱原発」を目指します

と議会で答えています。米沢市は家庭の太陽光

パネル設置の補助金や、町内の街路灯、防犯灯

のＬＥＤ照明への転換、これらの補助金につい

て事業を進めています。でも、この再生可能エ

ネルギーへの転換に向けたトータル的な計画は

ありません。県が進めているように、米沢市で

もトータル的な計画を持って事業を進めていく

べきだと思いますが、いかがでしょうか。市長

の考えを改めてお伺いしたいと思います。 

  次に、山形県では、再生可能エネルギー活用

適地調査を行って報告書をまとめました。 

  そのうち米沢市で適地とされたのは、風力発

電では奥羽本線の大沢駅、峠駅の周辺から米沢

スキー場の周辺などを含めた刈安地区が適地と

されています。年平均秒速7.5から8.5メーター

の風、風力が見込まれるそうです。短期的には、

風車１基当たり2,000キロワット級の風車７基相

当の設置ができるだろうと。そして、中長期的

には、26基相当の風力発電が見込まれると県は

試算をしています。 

  また、小水力発電では、水窪ダムの放出バル

ブ、ここが最大出力が3,402キロワット、そして、

水窪ダムからの農業用水の水路でありますけれ

ども、万世町梓山に減圧水槽があるそうですけ

れども、この農業用水の減圧水槽のところで181

キロワット、そして、このほかに水窪ダム周辺

で最大出力2,192キロワットの発電が見込まれる

という試算を県では出しています。 

  太陽光パネルのメガソーラー発電については、

残念ながら米沢市には適地はなかったというこ

とで、県側のほうではまとめています。 

  これらの今言ったような事業は、スケール的

に民間企業や県が中心となって進めていくべき

ものとは思いますけれども、米沢市も積極的に

一日でも早くこの水力発電、風力発電が実現す

るようサポートや働きかけをしていくべきだと

思います。これについて当局のお答えをお願い

いたします。 

  また、マイクロ水力発電、もっと小さな水力

発電といわれる、数十キロワットから数百キロ

ワットの発電については、まだまだ米沢市には

適地といわれるところが多くあります。これら

の発電を行いたいという市民や団体がありまし

たら、米沢市としても補助金を出すなどを考え

ていったほうがいいのではないかと思います。

これについても御答弁をお願いしたいと思いま

す。 

  ２つ目の質問に入ります。 

  学校給食での食育における「味覚」について

お尋ねいたします。 

  米沢市の給食は、全国でもトップレベルの手

づくりでおいしい給食だというふうにお聞きし

ています。米沢に転勤をしてこられた校長先生

も、米沢の給食はおいしいと言っていますと、

この間教育指導部長にお伺いしました。ただ、

みそ汁などはちょっと薄味で物足りないという

ようなことも聞いています。これは塩分の取り

過ぎ、カロリー計算とかいろんなことがあって、

どうしても給食ではみそ汁が薄味になってしま

うというようなこともお聞きしていますけれど

も、そういったことを除けば、本当においしい

給食だということをお聞きしています。 

  味覚ですけれども、人間の味覚は３歳ぐらい

までに基本的な味を学ぶことによって培われ、
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成長に従って完成へと向かっていきます。世界

で初めて子供たちに正しい味覚を教えることの

大切さを説いたと言われるのは、フランスのジ

ャック・ビュイセ博士だそうです。ビュイセ博

士は、人間の感性は８歳から「気づき」が始ま

り、12歳で脳が大人になる。だから、脳が完成

する12歳までに正しい味覚を教える必要がある

と言いました。 

  さまざまな食べ物の体験によって形成された

嗜好、癖になる味、好きな味は、子供が大人に

なって、そして、次の世代へと引き継がれてい

くために大事なものです。日本の伝統ある食文

化や食習慣を継承していくためにも、豊かな食

体験を通して味覚を育てていく必要があります。 

  味覚の種類は、「甘い」「しょっぱい」「す

っぱい」「苦い」の４種類。そして、日本人に

は、この４つに加えて昔から培われてきた第５

の味覚、うまいという感覚「うまみ」を感じ取

る感性があると言います。今言った中で抜けて

いるものがあります。わかりますか。それは、

「渋い」「辛い」、この２つがありますけれど

も、この「渋い」「辛い」の味の表現ですけれ

ども、これは味覚には入らないんだそうです。

これは触覚や刺激の一種で、味覚神経で感じる

ものではないため、味覚の分類には含まれない

んだそうです。覚えていてください。 

  味覚を育てることは五感を育てることだと言

われます。五感とは、「見る」「聞く」「嗅

ぐ」「味わう」「触る」の５つの感覚のことを

指します。人間はこの感覚を持っていろんな状

況を認識します。この５つの感覚のほかに「第

六感」ということで、６つ目の感覚を持ってい

る人もいるようですけれども、一般的には５つ

の感覚でいろんなことを認識してきます。 

  味覚を育てることは、さまざまな味覚を舌が

キャッチすることで、それらは脳に刺激として

伝わり、味を認識します。この刺激が脳を活性

化させ、その結果、人間としての機能が健全に

働いていく。その働きを受けて、今言った五感

も活性化されるというメカニズムを持っている

のだそうです。五感が活性化されれば、感性が

豊かになったり敏感になったりするので、人を

思いやったり考えたりといった力も増すと言わ

れます。 

  以上のことから、子供たちの五感を育てるこ

とは大事なことなんです。そして、その原点の

一つと言われる味覚を育てることは、とても重

要なことです。 

  しかし、近年子供たちを取り巻く食環境は、

社会構造の変化に伴って大きく変わり、ファス

トフードの普及、レトルト食品、インスタント

食品、冷凍食品などの調理済み食品の利用増加

などによって、家庭料理の簡便化が進行してい

ます。また、スナック菓子などがおやつの中心

になることなどによって、今20代の若者を中心

に、全国で24万人が味を感じられなかったり、

全く違う味に感じたりする味覚障がいという、

味覚の判別ができないと言われる患者さんがい

ると言われています。 

  味覚障がいとは言えないけれども、本当の味

よりもインスタントの味のほうが好きだという

人もふえてきているのではないでしょうか。こ

れも、味覚障がいとは言いませんけれども一つ

の大きな問題だというふうに思います。 

  人間としての心の成長にも味覚は影響を及ぼ

すことから、味覚を正しく感じることができる

食事を心がけていきたいと思います。 

  美食の国フランスにおいても、我が国と同様

な問題を抱えており、伝統的な家庭料理が失わ

れつつあるとして、フランス全土の小学校では、

味覚の授業として政府がバックアップして実施

をして、子供たちに正しい味覚を教えています。

また、1990年からは10月の第３週は「味覚の週

間」として、全国規模の催しが開催されている

そうです。 

  イタリアでもほぼ同時期に、標準化され画一
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化されているファストフードに対抗しようと、

地方や地域の伝統的な料理や食材を守り、子供

たちを含めた消費者に食や味の教育を進めて、

本物の味を提供するスローフード運動が始まり

ました。 

  教育委員会として、小中学校の児童、生徒た

ちの味覚について異常があるかどうかなど、現

状を把握しているのか。そして、味覚の授業を

進めていくことが必要だと思いますが、どうで

しょうか。食育の中で味覚をどう取り上げてい

るのかについてお尋ねをしたいと思います。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの髙橋義和議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは再生可能エネルギーの推進について

お答えをします。その他につきましては部長よ

りお答えをいたします。 

  以前の定例会の答弁でも申し上げましたが、

将来的に原子力エネルギーに依存しない社会を

我が国は目指していくべきと考えております。

そのためにも公共施設、民間施設、家庭などへ

の再生可能エネルギーの導入を推進していきた

いと考えております。 

  まず、公共施設への再生可能エネルギーの導

入については、市民への普及、ＰＲ効果という

視点も含めて、太陽光パネル等の設置を検討し

ていきたいと考えております。既に、塩井小学

校、上郷小学校、中部コミュニティセンターに

おいて、太陽光パネルを導入しておりますが、

出力は少量で施設の全ての電力需要を賄うまで

には至っておらず、主に教育を目的として設置

をいたしております。 

  一方、今年度から事業を開始しております再

生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金

事業、いわゆる新グリーンニューディール事業

でありますが、ことしの６月定例会で補正予算

を計上した補助事業であります。地域の防災拠

点や災害時等に地域住民の生活等に必要不可欠

な都市機能を維持することが必要な公共施設へ

の再生可能エネルギー等の導入を支援するもの

であって、本市では、今年度から平成27年度ま

での４カ年で、防災拠点に指定されている小中

学校などを中心にして、10キロワットの太陽光

パネルと15キロワットの蓄電池を整備する予定

であります。この事業では、既存の施設のほか

に、新しく第四中学校、新文化複合施設へも導

入する予定で、公共施設への導入規模としては

今までで最大規模となります。 

  また、市独自の取り組みといたしましては、

下水道の浄水管理センター放流口における小水

力発電の可能性について、山大工学部の先生に

も立ち会いをお願いしながら現場の調査を行っ

たところでありますが、流水量や落差が少ない

とのことから断念をせざるを得ない状況であり

ました。 

  公共施設への再生可能エネルギーの導入につ

きましては、今後整備をする公共施設はもとよ

り、既存の施設についても、今回の新グリーン

ニューディール事業のような補助制度などを有

効に活用しながら、積極的に導入を検討してい

きたいと考えております。 

  次に、平成15年度から実施しております住宅

用太陽光発電システムの設置補助金は、ことし

の11月末までで113件の実績があり、１キロワッ

ト当たりの導入経費も年々軽減をされてきてお

ります。今後、さらなる技術改良によって設置

のコストは下がってくるものと考えられますの

で、設置住宅は一層広まってくるものと考えて

おります。 

  そのほかにも、再生可能エネルギー設備の導

入支援について、県でもさまざまなメニューが

あることから、今後とも国、県などの動向に注

目しながら、情報の収集と市民への情報発信に

努めていきたいと考えております。 
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  続いて、県の再生可能エネルギー活用適地調

査を受けての本市の対応についてお答えをいた

します。 

  まず、風力発電の適地候補についてでありま

すが、先ほどの御質問にもありましたように、

栗子国際スキー場の南西部が候補地となってお

ります。同地は送電線も通っており、国道13号

線に隣接していることから、道路整備により適

地として期待できるものということでありまた。 

  独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発

機構、いわゆるＮＥＤＯでありますが、このＮ

ＥＤＯのデータによれば、これも先ほど御質問

にありましたが、年間の平均風速が毎秒7.5メー

トルで、中長期的には１基当たり2,000キロワッ

トの風車を、ここが御質問と違いますが、14基

設置できるぐらいの発電量を想定しているよう

であります。 

  ただし、自然環境が豊かな場所であり、イヌ

ワシ、クマタカ等の猛禽類の生息が確認されて

おりますので、その点で問題があるようです。

現在、事業者が事業化に向けて今後の詳細な風

の状況調査を実施するのかどうかの検討を行っ

ている段階であり、事業者が調査を見送った場

合には、将来的に県が風の状況調査を行うよう

であります。 

  次に、小水力発電につきましては、水窪ダム

において２カ所の適地候補地があります。その

うちの１つが、御質問にもあったように、放流

バルブですが、水量、落差、発電量とも、今回

の適地調査の中でトップクラスの規模であると

報告されております。米沢平野土地改良区でも、

再生可能エネルギーの導入については必要であ

るとの認識に立って、検討が開始されているよ

うであります。 

  本市といたしましても、県と連携を図りなが

ら、適地候補地の進捗状況の情報を収集し、事

務的な手続などでも協力できる部分について迅

速に対応するなど、積極的に推進をしていきた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、学校教育に

おける味覚の指導についてお答えをいたします。 

  初めに、子供の味覚の現状についてお答えを

いたします。 

  近年、私たちの食生活は豊かになってきてい

ます。ライフスタイルの多様化などに伴って生

活は便利になり、食べることに関してもすぐに

簡単に食べられるようになってきました。また、

人々の食の嗜好も変化しており、より濃い味つ

けや化学調味料による味つけが日常化してきて

います。本市においても例外ではなく、日常的

にジュースやスナック菓子などをおやつとして

食べている子供が多いのが実態です。 

  本市の小中学校に調査をしましたところ、現

在のところは、味覚に異常が見られる児童生徒

はおりません。また、給食では全て天然のだし

を使用しておりますが、特段に味つけに対して

意見などは出されておりません。また、保護者

に対しても、給食試食会等を通して実際に食べ

る機会を設けるとともに、なるべく天然のもの

を使用し、素材の味を大切にしていることをお

知らせしているところです。 

  次に、子供の味覚に対しての市教育委員会の

考え方についてお答えをいたします。 

  食事はただ食べればよいというものではあり

ません。食を楽しむためには、何といっても味

わうことが重要であります。味わうこととは、

味、におい、歯応え、温度など、口の中の感覚

を通して経験を積み上げていくことにほかなり

ません。特に、味覚に関しては、味覚が敏感で

ある子供の時期に、毎日の食事の中でさまざま

な味を体験することが大切であると考えます。 

  幼児期から小学校時期は、できるだけ薄味で、

さまざまな素材のうまみを引き出し、味の違い
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を体験することが大切であると考え、給食では

そのような方針に基づいて献立を作成しており

ます。 

  また、教育委員会としましても、どの教科に

おいても、議員お述べのとおり、五感を大切に

し、感性豊かな子供の育成を目指しております。

味覚もその重要な一部であり、成長に合わせて

味覚を発達させ、おいしいという感覚を養うこ

とを重視しております。 

  本能的に好む味だからといって、甘みや刺激

物などを子供に多く与えてしまえば、味覚の発

達阻害になるだけではなく、虫歯や肥満など身

体的影響を及ぼすことは、保健だよりや給食だ

よりで保護者への情報を提供しております。 

  次に、食育における味覚の取り上げ方につい

てお答えをいたします。 

  本市の学校における食育は、「食を通して、

子供たち一人一人が温かな心を培い、健康な体

づくりに必要な能力を身につける」を目標とし

て、心づくりと体づくりを目指しております。 

  味覚に関しては、特に小学校の低学年では、

食品に興味を持ちさまざまな食品を食べようと

する意欲や態度を育てることが中心となります

が、味つけの違いを体験したり、ゲーム感覚で

味比べをしたりすることを通して、味覚を再認

識するような授業を行っております。 

  また、高学年や中学生では、適正な塩分やカ

ロリーを学ぶことを通して、自分の食生活や食

習慣を見直し、味覚の重要性について学習して

います。 

  味覚は、乳児期から家庭での食生活が大きく

影響します。家庭においても、味覚は単に個人

的な嗜好の問題ではなく、健康に大きく影響す

ることでもあるという認識を持つことが重要で

あります。今後とも家庭と連携しながら指導し

ていきたいと考えています。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 髙橋義和議員。 

○２番（髙橋義和議員） それでは、１つ目の再

生可能エネルギーについてからお尋ねいたした

いと思います。 

  市長が答弁で申したように、県では再生可能

エネルギーや循環型のエネルギーに対して、さ

まざまな補助金を出しています。しかし、米沢

市は、私の質問にも触れたように、太陽光発電

に対する補助金、それから、町内会への街路灯

のＬＥＤ化の補助金など、非常に限られていま

す。 

  １回目の質問で取り上げたんですけれども、

答弁がなかったので再度お尋ねしますけれども、

マイクロ水力発電、小規模の家庭の電力数軒分

ぐらいの小さな発電から数百ワットクラスまで

いろいろマイクロ水力発電と言いますけれども、

それらについて地域で設置したいとか、または

個人でなり設置したいとかいろんな希望がある

場合、米沢市としてマイクロ水力発電に対して

補助金などを考えていってもいいのではないか

ということでお尋ねしたんですけれどもその点

について。 

  あと、米沢市としての施策としては、市民向

けの補助金というのはほかに新たに考えること

はないのかどうかについて、まずお尋ねしたい

ということ。 

  それから、答弁でもありましたけれども、今、

小学校に太陽光パネルを設置して進められてい

るわけですけれども、市長からあったように、

残念ながらワット数が少ないと、教育の一環と

して利用するほどの規模しかないということで

すけれども、総務文教常任委員会の管外視察の

際に、京都の京セラ本社に行ってお伺いしてき

ました。京セラでは太陽光発電は企業向け、業

界向けのものについて進めているそうですけれ

ども、従来のものと違って、年々技術開発が進

んで、太陽光パネルの重さも軽量化が進んでい

るというようなことをおっしゃっていました。

そういったことを考えれば、従来は大変重くな
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るので体育館の屋根に設置するにはもう重過ぎ

て無理だというようなことも、議会の答弁では

なされていたんですけれども、先ほど国の補助

金等では10キロワットから15キロワットの防災

施設である小学校、中学校に太陽光パネルの設

置を進めていきますということがありましたけ

れども、四中の増改築、一般的には新築と言い

方をしますけれども、これについてもっと設置

する太陽光パネルの量をふやしていくことも可

能ではないかと思いますけれども、その点、２

点についてお答えをお願いしたいと思います。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 まず１点目、マイクロ

水力発電について地域なり民間のほうから要請

があった場合に、補助制度をつくる考えはない

かという御質問でありました。 

  いろいろ調べてみますと、なかなかこのマイ

クロ水力発電については、家庭レベルで設置を

するというふうな例が見つかりません。いわゆ

る啓蒙あるいは実証実験的なスタンスで、公共

がこれを設置をするという例が多くあるように

感じております。 

  今のところ、そのマイクロ水力発電について

やってみたいんだけれどもというふうな要請は、

私どものほうにはいただいておりませんが、い

ずれニーズ調査、ニーズがあるのかないのか、

こうしたことも検討はしていく必要があるのか

なというふうには思っております。ただその際

に、どの程度の補助があるべき姿なのか、標準

コストの考え方を整理するのがなかなか、これ

は新しい分野でありまして大変でございますの

で、そうしたことも含めながら研究をさせてい

ただければというふうに思います。 

  それから、もう一つは一般住宅用の太陽光発

電装置への補助金の制度以外に、補助メニュー

は考えないのかというふうな御質問でありまし

た。 

  先ほど１回目の答弁の中で、県のほうでもさ

まざまなメニューを準備をしているというふう

にお答えをしたわけでありますが、ちょっと県

の中身を御紹介させていただきますと、太陽光

発電、それからペレットストーブ、それから太

陽熱、それから地中熱利用の空調機、ガスコー

ジェネレーション機、それから小規模の風力発

電装置、こうしたものについて補助メニューを

つくっております。これは、３つ４つ組み合わ

せても大丈夫ですというふうな総合メニュー方

式で準備をしているわけであります。 

  ただ予算の配分を見せていただきますと、や

はり県で今一番力を入れておりますのは、太陽

光発電装置の普及であります。私どもとしまし

ても、今般制度の充実、拡大をさせていただい

て、国、県、市、３者が相乗りをしながら、太

陽光発電装置の普及に努めているところであり

ますので、まずもって太陽光発電の普及に全力

を注いでいきたいというふうに思います。 

  それから、３点目では京セラの例がありまし

た。それで、先ほど１回目の答弁の中でも紹介

させていただきましたが、新グリーンニューデ

ィール基金を活用しての事業でありますが、確

かにこれは屋根の上に載っけるというふうな考

え方ではなくて、10キロワット出力の太陽光パ

ネルは外、校庭のところに足場を組んで自立し

た方式で進めております。これに対して15キロ

ワットの能力を持っている蓄電池をあわせて持

ちながら、夜間においてもその蓄電池から避難

所のほうに電力供給ができるというふうなこと

を想定して準備を進めております。 

  少し御紹介をさせていただきますと、米沢市

への配分につきましては、27年度までの４カ年

で２億900万の配分をいただいております。今年

度は第一中学校と愛宕小学校に、先ほど申し上

げましたような校庭のところに自立式の太陽光

発電装置の設置をしております。来年度は南原

小学校と第六中学校を予定させていただきたい

というふうに思います。 
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  それから、四中と新文化複合施設については、

その後年度で予定をさせていただきたいという

ふうに思っておりますが、これについては地域

バランス、それから地域の人口分布等を勘案し

ながら、箇所づけを設定していきたいというふ

うに思っております。 

  １カ所当たりのコストなんですが、大体事業

費としては、今年度の分でいきますと2,800万ぐ

らいかかっております。これに対してこの基金

が2,300万ぐらい充当されまして、補助対象外に

なってしまう部分もあるものですから、それは

何かと申しますと、教育用の見地からというふ

うに申し上げましたが、発電量のパネル、これ

が基準の中では小さいものなんですが、米沢市

の場合は少し大きな機能を持ったパネルを設置

するということにしておりまして、それから、

子供たちがその自立式の装置の周りに入ってき

て事故のないようにとフェンスを設置するなど

がありまして、若干の単独の経費も準備をしな

がら進めているというふうな状況であります。 

  おっしゃるように、10キロワットの出力では

なくて、もっと大きなものをというふうなこと

も想定はできるわけでありますが、一応この基

金事業の対象としては10キロワットを想定した

中身になっておりますので、当面これに従って

考えていきたいなというふうに思っております。 

○佐藤 議長 髙橋義和議員。 

○２番（髙橋義和議員） 今、部長のほうから県

の補助金について説明をいただきました。私が

マイクロ水力発電について米沢市で補助金を出

せないかというのは、今言った県の補助メニュ

ーに入っていないということがあったので、米

沢市単独でどうかなということでお尋ねしまし

た。 

  米沢市の温泉旅館さんで、自分のところで既

に水力発電機を設置しているというふうなお話

もお聞きしていますし、米沢市が補助メニュー

をつくれば、うちでも取りつけたい、うちの地

区でもやってみたい、こういった声が上がって

くるのではないかなと。ニーズ調査も必要かも

しれませんけれども、補助金を出すとすればと

いうことをきちんと添えて調査をしないと、マ

イクロ水力発電でも結構費用がかかるわけです

から、単純に聞いただけではそんなにニーズは

出てこないと思いますので、補助金をどれくら

い出せば設置したいと思いますかというふうな、

ちゃんとわかりやすい聞き方で進めていただけ

ればというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

  それから、これは前に小久保議員が質問して

いたスマートシティ構想ということで、山大な

り産学官でいろいろ協議しながら検討していき

たいというようなことが答弁にあったわけです

けれども、この構想ではもう寒河江市のほうが

もう進めているわけですけれども、米沢市のほ

うはどうなんでしょうか。その点についてお尋

ねしたいと思います。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 実は、このスマートシ

ティの勉強会につきましては県が、県といいま

しても置賜総合支庁でありますが、それと米沢

市、山大、商工会議所が参加をしながら勉強会

を進めてまいりました。このスタートが平成22

年度でありました。その背景としては、経済産

業省がこのスマートシティを確立するためのモ

デル都市として、さまざま公募をかけていると

いう背景の中で、内陸部米沢、雪国米沢におい

ての可能性をアピールしながら指定を受けてみ

たいものだという目的があって、勉強会をスタ

ートさせてきたという経過があります。 

  ただこれはなかなか前には具体的には進んで

いないというのが現状でありまして、現在にお

いては、ちょっと時期尚早の状況もありました

し、経済産業省のモデル都市の指定構想自体も

変化をしてきたというふうな経過がありまして、

今現在はこれにこだわらないで、そのほかの例
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えば天然ガスによるコージェネレーションの可

能性でありますとか、あるいは木質バイオマス

の大規模な展開でありますとか、こういったも

のの可能性があるのかないのか、これについて

米沢市だけではなくて置賜３市５町の全ての自

治体もこれに加わりながら、さらに金融機関も

加わった新しいテーブルの中で勉強会を進めて

おります。スマートグリッドについての特定の

問題につきましては、ちょっと今のところ沈静

化しているといいますか、前に進んでいないと

いうのが現状であります。 

○佐藤 議長 髙橋義和議員。 

○２番（髙橋義和議員） 米沢市の場合、何でも

そうですけれども、検討が遅い。いろんなとこ

ろと検討するのは必要だと思いますけれども、

その検討している間に、今言ったように、寒河

江市のほうがスマートグリッドシティ構想のモ

デル都市に選定されていくと。ほかの市町村に

も先を越されるというようなことが多々ありま

すので、ぜひ、俗に行政用語で「検討する」と

いうことは「しない」ことだというような悪い

言われ方もされていますので、そういったこと

のないように進めていっていただきたいと思い

ますので、要望をして終わらせていただきます。 

  それから、学校の食育における味覚の点につ

いてお尋ねします。 

  教育指導部長からあったように、米沢市のほ

うでも味覚の授業としての位置づけは、味覚の

授業とは言わないけれども、味覚について学校

のほうで非常に丁寧に教えているという現状を

お話しいただいて、非常に心強いというふうに

思います。学校給食については、あったように、

天然のだしを使って地元の食材を常用しながら、

機械で野菜とかそういったものを切るのではな

くて、おいしく食べられるように形を整えて味

が染み込むようにということで、調理師の皆さ

んが包丁で切って調理を進めているというふう

にお伺いをしております。 

  食育の先生方の対応については非常に丁寧に

対応しているという現状がうかがえたんですけ

れども、現場について、つまり給食をつくって

いる人、調理師の人たちについて、どれほど現

場のほうで把握しているのかについてはどうな

んでしょうか。今言ったように手づくりで本当

においしい給食を食べさせようということで、

天然でだしをとったり、きちんと手づくりの食

事をつくっている側が、親子給食で1,000食以上

もつくらなければならないのに、一番多い学校

で調理師の皆さんの数は８人ということだそう

ですね。通常の学校では３人から４人ほどで給

食をつくっていると。小規模な学校ではお一人

の調理師さんでつくっているというふうなこと

をお伺いしていますけれども、今給食がただ食

べるだけでなく、ただつくるだけでなくて、地

産地消、食育、味覚、こういったものを重視し

た給食をつくっていくということを考えれば、

もっとそれをつくっていく調理師の皆さんにも

光を当てていく必要があるのではないかと思い

ますけれども、今の段階ではなかなか難しくて

加工食品を使わざるを得ないような状況になっ

てきていると。また、ジャガイモをむくのが大

変で、ジャガイモを使わない料理に献立を変更

しなければならない。このように市内の学校で

は食材のために献立変更を余儀なくされている

というようなこともお聞きしています。そうい

った点について、もっともっと教育委員会とし

ても現場の実態を把握していただいて、改善す

べきところは改善していただきたいと思います

けれども、どうでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 前にも答弁しましたけ

れども、米沢の給食は大変おいしいということ

は、調理師の方々が一生懸命心を込めてつくっ

てくださっているという、そういうことがあっ

ておいしい給食が提供されているわけです。ま

た、前回のときも、調理室の温度の件とかいろ
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いろありまして、状況を的確に把握をして、そ

ういった調理師さんの勤務の状況、それから、

今ありましたようにその献立との関係、そうい

った部分につきましても、具体的に実態を把握

しながら対応していくようにしていきたいとい

うふうに思います。 

○佐藤 議長 以上で２番髙橋義和議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午前１１時５３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、中心市街地活性化がもたらす未来とは、

17番相田克平議員。 

  〔１７番相田克平議員登壇〕（拍手） 

○１７番（相田克平議員） 一新会の相田克平で

す。きょうは私の高校時代の同級生遠藤先生が、

南原小学校の６年生39名の皆さんと社会科見学

で来てくれています。皆さん、ようこそ。１時

間の間ですが、皆さんの将来のためにも大切な

質問なので、聞いていただきたいと思います。 

  私からは、米沢のまちなかを元気にしようと

いう、中心市街地活性化が市民の皆さんにどん

な未来をもたらすのかについて質問いたします。 

  私たちが暮らすまちが豊かに発展していくた

めには、経済の発展はなくてはなりません。例

えば、お父さんやお母さんが働いて得るお給料

の額よりも、家賃や電気代、ガソリン代や電話

代、食費などで払わなければいけないお金が多

ければ、その家庭は決して豊かとは言えないよ

うに、米沢市を１軒の家庭に見たときに、外か

ら入ってくるお給料をふやして、外に出ていく

お金をいかに減らすかは、とても大切なのです。 

  農業やものづくりで市外から稼ぐお金をふや

しながら、市外へ出ていくお金をできるだけ減

らすことが大切です。そのためにも、買い物を

楽しんだり、休日に家族とレジャーを過ごした

いと思うようなまちをつくり、地域の中でお金

を使って循環させることを真剣に考えなければ

なりません。このことを地域経済循環といいま

す。地域経済循環効率の高いまちは、地域間の

競争に強く、健全な経済発展をしていく仕組み

を持ったまちと言えます。 

  米沢には、おいしい米沢牛やお米などの農産

物、新しい時代を照らす有機ＥＬなどの最先端

技術の開発力、高い信頼性を誇るパソコンなど

を世界に送り続ける技術力、たくみのわざが光

る伝統工芸、豊かな自然に囲まれた温泉や武家

屋敷の町並み、トトロの森などの豊かな観光資

源があります。 

  このように外からお金を稼ぐような力は全国

に誇れるのに、市内でお金を循環させる力が弱

くなり、外に流れ出てしまうお金がふえている

のが現状です。例えば、お休みの日に山形や福

島、仙台に出かけて買い物を楽しんだり、本や

電化製品などをネットショッピングなどで購入

する人がふえているのです。また、市内で買い

物をするにしても、毎日の売り上げを米沢市外

の本社へ振り込むコンビニエンスストアや大手

スーパーなどを利用する人が多くなっています。 

  同じ1,000円のお金を使うときに、地元の食堂

で地元食材を使った料理を食べて地酒を飲んだ

ときには、約900円近いお金が米沢市内に残るの

に対し、全国チェーンのスーパーやファミレス

を利用してお父さんがビールを飲むようなとき

は、約300円程度のお金しか残らないのです。 

  市民の皆さんがお金の使い方を変えることで、

地域経済循環は高めることができます。市外に

買い物に行ったり全国チェーンのお店を利用し
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ながら、「地元には仕事がなくて困った」と言

っている人がいるとしたら、それはその人自身

にも原因があるということです。 

  まちの中を元気にする中心市街地活性化とは、

よそに行かなくても楽しめるまちの魅力をつく

り出すことで、その結果として、地域経済の循

環を高め、外に出るお金を減らすためのもので

す。商業やサービス業による地元の経済力を高

めながら、仕事もふやし、たくさんの市民が働

きながら豊かさを実感できる米沢市をつくるた

めにも必要なものなのです。 

  最近、13号線を北上し山形方面へ向かうとき、

私は胸を締めつけられるような光景を目にしま

す。上山市のバイパス沿いに新しくつくられた

ショッピングモール、これは隣の山形市内に買

い物に行く上山市民が多いために起こる「市外

への消費の流出」を防ぐためのものという見方

もできますが、チェーン店ばかりで構成された

ショッピングモールは、上山市民にとって短期

的には効果があっても、長い目で見れば自分の

首を絞めることにしかなりません。なぜならば、

30年後にそのショッピングモールがその場所に

残っている確率はとても低いからです。 

  青森県の黒石市や岩手県水沢市では、郊外に

出店したジャスコが、圧倒的な販売力でたくさ

んの地元商店を閉店に追い込み、町なかの商店

街をシャッター通りにしたあげく、売り上げ低

下を理由にジャスコ自身が撤退し、まち全体が

買い物難民になってしまった事例があります。

山形県内でも、庄内地方の三川イオンモールは、

隣接する酒田、鶴岡両市の２つの商店街を崩壊

状態にさせています。このように大手資本は、

より高い利益と効率を目指して、大型化や集約

化を図らなければ生き残っていくことができな

いのです。 

  米沢市が今進めている新文化複合施設整備事

業は、１軒の大手全国チェーン店の事情で、当

初予定していたところに建てることができなく

なりました。計画期間内に完成を願うたくさん

の方々の気持ちを伝える２万3,000名を超える署

名を東京の本社にお届けし、責任者の方にこの

事業への協力をお願いしたところ、いただいた

返事は「私たちにも守るべきステークホルダー

がいることを理解してほしい」というものでし

た。 

  ステークホルダーというとちょっとわからな

いかもしれませんが、ステークホルダーとは

「利害関係者」という意味です。具体的には、

お客様や従業員、株主、取引先やその地域など

を指しますが、町の小さなお店のステークホル

ダーは、地域内のお客様やその地域の人々に占

める割合が高いのに対し、大手や全国チェーン

などの、特に株式を発行している企業のステー

クホルダーは広く全国に存在し、地域外の人の

割合が多いのです。 

  簡単に言えば、株主の利益を考えて、もうか

らないお店は閉めて、より利益の出るお店を出

店するという「スクラップアンドビルド」の連

続で、経営効率を上げ、よりもうかるようにし

ていくことが最優先される場合がほとんどなの

です。 

  大型店は、人口が減り始めた日本では既に飽

和状態にあり、各地で高度で熾烈な競争を繰り

広げています。大規模ショッピングモールやチ

ェーン店は、20年単位のビジネスプランでつく

られる場合が多く、地域の生活者のことよりも

株主の評価が優先されるため、収益が低ければ、

つまりもうからなければ閉店するという決断も

早いのです。黒石市や水沢市のように、地元の

商店を崩壊させた後で、郊外の大型ショッピン

グモールも撤退する事例は、今後爆発的にふえ

ることになるでしょう。それを理解した上で、

今を生きる私たちは、自分たちの利便性だけを

考えるのではなく、将来にわたって暮らしやす

さを維持できるようなまちをつくる責任があり

ます。 
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  そこで、中心市街地活性化がもたらす未来に

ついて、改めて皆さんとビジョンを共有したい

と思います。中心市街地活性化が必要な理由が

幾つかある中で、私は、まず、地域経済循環の

向上について触れましたが、ほかにもたくさん

の理由があります。 

  例えば、中心市街地活性化は、行政にとって

は財政維持効果が期待できると言われています。

ちょっと難しいかもしれませんが、市民の皆さ

んに福祉や教育などの行政サービスを提供して

いくためには、お金が必要です。その必要なお

金は税金によって賄われますが、大切な市税収

入の約半分は、土地や建物の価値に比例する固

定資産税が占めています。つまり、土地の値段

が上がったり、立派な建物が建てば、固定資産

税収はふえる仕組みになっています。 

  ところが、米沢市全体の土地の価格、評価額

といいますが、全体の総評価額は平成16年に

3,073億円でしたが、平成21年には2,485億円ま

で目減りし、５年間で２割に当たる588億円もの

値下がりをしているのです。つまり、固定資産

税収も比例して減っています。 

  人口が減っていく時代に全体の土地の値段を

上げることはなかなか難しくても、中心市街地

が便利で暮らしやすいまちになれば、住んでみ

たいと思う人もふえ、土地の値段は下がりにく

くなります。空洞化が進んでできてしまった空

き地や空き店舗に、新しい家が建ったり新しい

お店ができたりすることで、固定資産税収をふ

やすこともでき、健全な財政が維持できること

にもなるのです。 

  住んでみたいと思うような、便利で暮らしや

すい中心市街地をつくるための活性化事業が、

これまでなかなか進まなかった米沢市の場合、

残念ながら中心市街地からの固定資産税収は急

激に落ち込んでいるのではないでしょうか。私

たちは、米沢市全体を自分が暮らす１軒の家と

考える「地域経営」の視点に立って、人口減少

と高齢化が進む時代でも、家族が幸せに暮らし

続けることができる「持続可能なまちづくり」

をしていかなければならないのです。中心市街

地活性化はそのためにとても重要なことだとい

うことを、市民の皆さんに御理解していただき、

一人一人の選択が変わっていくことこそが大切

なのです。 

  そこで質問いたします。 

  まず、中心市街地活性化に対する本市の認識

とこれまでの経過について確認いたします。そ

の上で、２の目指すべき姿とその効果について

お示しください。 

  私は、中心市街地活性化を成功させるために

は、この２点についての市民理解を深めること

が最も大切だと感じていますが、残念ながら現

状では不十分です。きょうは小学生の皆さんも

傍聴に来てくれていますので、皆さんにもわか

るようにお答えいただきたいと思います。 

  そして、中心市街地活性化を進めていく上で、

市民の皆さんの理解と協力は不可欠ですので、

そこへ向けて米沢市が果たす役割とは何でしょ

うか。また、市民の皆さんの力の活用をどのよ

うに進めるのか。そして、今後必要な視点と施

策とは何かについてお答えください。 

  さて、私が議員を目指したのは、自分が愛す

るまちが朽ち果てていくのが我慢できなかった

からです。小さな酒屋の長男として生まれ、た

くさんの人に愛されて育った思い出いっぱいの

このまちが、人口も減り高齢化も進む中で、財

政的なバランスを失い、沈んでいくことを見過

ごすことができませんでした。米沢には豊かな

自然と歴史があり、真面目で思いやりのある人

がたくさんいます。支え合う暮らしがあり、守

り伝えたい宝物がたくさんあるのです。これら

は全て、高度経済成長の陰で日本人が失ってき

たものと言われています。日本中で失われつつ

あるものが、この米沢にはまだたくさん残って

います。 
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  私は、これまで何度か中心市街地活性化の重

要性や必要性について質問をしてきました。そ

れは、米沢が米沢らしくあるために重要なこと

であり、米沢市が自治体として人々の生活を支

え続けるために絶対に必要だからです。 

  この質問は、今小学生の皆さんが大人になっ

たときにどんなまちであるべきか、そして、皆

さんが私たちの思いを引き継いで、どんなまち

の未来を残していくのかを探る質問ですので、

当局答弁においてはできるだけわかりやすい言

葉でお伝えいただくことをお願いし、壇上から

の質問を終えます。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの相田克平議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、中心市街地活性化の市の基本的な

考えをお答えし、詳しい内容については担当部

長からお答えをいたします。 

  これまで全国の地方都市がまちを拡大させる

方向で進んできました。米沢市も同様で、42年

前に現在のまちの広場にあった市役所が今の場

所へ移転したのを初めとして、まちを広げてき

ました。その結果、米沢の中心市街地において

も、全国各地と同様に中心となる大型店の移転

や空き店舗の増加、町の周辺部への転居による

人口減少等が目立ち始め、市街地の急速な拡大

によって道路、下水道などの生活に必要な施設

整備がふえたり、車を利用できない方々にとっ

て不便さをもたらすなど、まちづくりの大きな

問題となってきました。 

  中心市街地を元気にすることは、人口減少、

少子高齢化社会が進んでいくまちの将来を考え

ながら、これまでのまちを大きく広げてきたま

ちづくりから、私たちが生活に必要な道路、公

園、下水道、公共施設等のまちの機能を効果的

に活用しつつ、住まいや路線バスなどの公共交

通、衣料品や食料品、スポーツ用品等を販売す

るお店など、生活に必要な施設の多くの機能が

集まっている中心市街地を中心としたまとまり

のあるまちをつくっていくことにより、子供か

ら高齢者まで多くの人が暮らしやすいまちを目

指していくものであります。 

  そうした中で、現在、まちなかのにぎわい再

生のために、図書館や市民ギャラリーの新文化

複合施設や人工芝サッカーコート等の公共施設

整備を実施するため、計画期間を平成22年度か

ら平成26年度の５カ年とする都市再生整備計画

を平成22年３月に策定し、補助金を活用しなが

ら事業を進めているところであります。 

  さらに、市民の方々や関係機関の方の参画と

御協力をいただきながら、中心市街地を元気に

するための必要な事業を総合的かつ一体的に進

めるため、この都市再生整備計画に定めた図書

館・市民ギャラリー、（仮称）まちなか歴史公

園などの施設、中心部の住宅供給や商業の振興、

循環バス等の公共交通整備の内容を盛り込んだ

「新中心市街地活性化基本計画」を平成23年８

月に策定し、実施事業を推進しているところで

す。 

  また、米沢市中心市街地活性化基本計画にお

いては、「市民がいきいきと交流し、歴史と文

化を共に創り、伝え、未来へつないでいくま

ち」を中心市街地の将来像に掲げております。 

  本市の中心市街地活性化のキーワードは、米

沢の個性でもあります歴史と文化であって、大

都市や他の都市をまねたまちづくりを行っても

うまくいかないことから、人と人とのコミュニ

ケーションによって本市の歴史と文化が多くの

人に伝えられ、さらなる交流の輪が拡大するよ

うに図っていかなくてはなりません。また、こ

れまで積み上げられてきた歴史や文化を活用し、

市民、民間事業者、行政が協力して、ともに新

たな活気をつくり、未来を担う子供たちへ残し

伝えていくまちをつくり上げて、中心市街地を

元気にしたいと考えております。 
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  このことからも、現在進められている図書

館・市民ギャラリーの新文化複合施設は、本市

の文化交流拠点の核をなす中心的かつ重要な役

割を持った事業であり、計画期間の平成26年度

までに完成することが、米沢市の中心市街地活

性化にとって急務となっているところでありま

す。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、ただいま市

長の答弁がありました以外の部分についてお答

えをさせていただきます。テーマは１つなんで

すが、多岐にわたっておりましたので、多少答

弁に時間を要します。御容赦をいただきたいと

いうふうに思います。 

  まず初めに、５つの御質問がありましたが、

第１点目、これまで中心市街地を元気にするた

めに取り組んできた経過についてお答えをいた

します。 

  全国的に中心市街地に住んでいる方の人口の

減少や空き店舗の発生など、まちの空洞化が目

立ち始めたことにより、さまざまな問題が発生

してまいりました。このことから中心市街地を

魅力と元気のある地域とするために、平成10年

に中心市街地活性化に関する法律が施行されま

した。 

  このことから、平成11年度に米沢市の中心市

街地を元気にする計画、いわゆる中心市街地活

性化基本計画策定事業を実施してまいりました。

このときは、目標の実現に向けた中心的な事業

を実施できるめどが立てられないことから、計

画をまとめることができませんでした。 

  翌年、平成12年10月には、中心市街地の再生

の解決策を大規模な商業施設の導入によって進

めるべく、「米沢市平和通り一番街地区市街地

再開発準備組合」を組織をするとともに、この

再開発事業を中心市街地活性化基本計画に位置

づけながら、平成14年２月に計画をまとめて国

に提出をいたしました。 

  しかしながら、平成15年９月に再開発ビルの

大部分を保有する予定でありました商業店舗の

出店が断念されたことにより、大幅な計画変更

を行わなければならなくなり、その後さまざま

な計画案について議論を重ねてまいりましたが、

結局合意には至らず、平成19年６月にこの準備

組合は解散をいたしました。 

  この間、旧中心市街地活性化法では、「中心

市街地における市街地の整備改善及び商業等の

活性化の一体的推進」を目的としてまいりまし

たが、中心市街地の活性化が商業者保護のよう

に捉えられ、地域住民の十分な協力が得られな

いという反省を踏まえながら、平成18年に改正

中心市街地活性化法が施行され、その目的を

「少子高齢化、消費生活等の状況変化に対応し

て、中心市街地における道路、公園、下水道、

文化施設などの機能を強めること及び経済の活

力の向上を総合的かつ一体的に進めること」に

改められました。 

  米沢においては、平成18年度を初年度とする

「まちづくり総合計画」の前期重点プロジェク

トにまちなかにぎわい再生を掲げながら、その

後、中心市街地を元気にするための検討資料を

作成し、市民の方々や米沢商工会議所と幾度も

会議を重ねながら、中心市街地活性化基本計画

策定委員会を組織し、「新中心市街地活性化基

本計画」を平成23年８月にようやく策定をいた

しました。現在は、この計画に登載をされてい

る実施事業を確実に推進しているところであり

ます。 

  次に、２番目の目指すべき姿とその効果につ

いてお答えをいたします。 

  先ほど市長より、中心市街地の将来像を申し

上げましたが、本市の中心市街地には、上杉の

城下町という言葉が代表されるように、歴史

的・文化的な資源があり、多くの観光客が訪れ
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る「松が岬公園周辺地区」、商業・業務機能が

集積する「中央商店街地区」、市外から訪れる

方々や市民が利用する「米沢駅前周辺地区」と、

それぞれ個性のある３つのすぐれた地区を有し

ており、この３地区を含むまちを市民や観光客

が活発に行き交い、生き生きと交流することで

にぎわいが生まれ、さらには、この交流を区域

内だけにとどめることなく、さまざまなネット

ワークを介して市全体に波及をさせ、交流の輪

の拡大によって活気あるまちづくりにつなげて

いき、さらには、未来を担う子供たちへと伝え

ていくまちこそが、本市が目指している中心市

街地を元気にするための姿であると考えており

ます。 

  このような姿を目指してまちづくりに取り組

みながら、徐々に魅力的なまちに変えていくこ

とによって、さまざまな企業が町なかに進出を

したり、その投資が行われ、若い方や女性の方

などの仕事場も生まれてまいります。また、町

なかに住む人が多くなれば、自動車に頼らない

生活スタイルも浸透し、二酸化炭素などによる

環境問題にも対応できることが期待できますし、

町なかを多くの方が歩くようになれば、商店や

企業などのビジネスチャンスが広がり、商売繁

盛へのつながりが期待できます。 

  また、本市の自主財源の一つである固定資産

税収入の変化から市街地を見てみますと、固定

資産税課税標準額の平成18年度と平成24年度を

比較した場合、市全体としては約10％下落して

いるのに対して、中心市街地は約21％と２倍の

下落幅を示しております。まちに活気が戻り、

経済力が向上すれば、結果的に中心市街地の価

値の下落に歯どめをかけることにつながり、税

収確保に貢献することにもなってまいります。

さらに、町なかへの再投資が続いていけば、町

なかの魅力がさらに増進し、好循環につながっ

ていきます。そうした大きな成果を目標にして

いきたいというふうに考えております。 

  次に、３点目の本市の果たす役割は何かにつ

いてお答えいたします。 

  活性化で得られるこうした効果を市全体へ波

及させることで、将来においてもこの米沢を持

続的かつ安定したまちにしていくことにあると

いうふうに考えます。その結果として、商業だ

けでなく、福祉や医療など質の高いさまざまな

行政サービスを市民に継続して提供していくこ

とであります。そのためには、本市のまちづく

りの将来像を市民の方々と共有し、目指すべき

方向性を一つにして、まちづくりを推進してい

くことが重要であると考えております。 

  さきに述べましたように、これまで何度とな

く中心市街地活性化のための事業を計画し、実

施しようと試みてまいりましたが、実現には至

らずにきた経過があります。中心市街地を元気

にするためには、さまざまな民間活動や公共投

資などが相乗効果を発揮してこそ、この活性化

が実現するのではないかというふうに考えてお

ります。しかしながら、計画段階で民間投資だ

けに期待することは余りにもリスクが大き過ぎ

るという課題があります。このことから、民間

活動の充実や誘発を進めるために、市が実施主

体となる新文化複合施設や（仮称）まちなか歴

史公園を初めとする公共事業を、民間活動に先

駆けて実施することとしたところであります。 

  また、新文化複合施設は、先ほど市長が申し

上げましたとおり、中心市街地を元気にするた

めの中心的な事業であり、計画期間の平成26年

度までに完成ができないとなりますと、中心市

街地活性化が急務となっている現状の問題解決

に重大な影響を及ぼし、民間の取り組みを進め

ることができなくなる危険やその活性化が停滞

するおそれがあることから、計画どおりに完成

をさせることが市の果たす役割として今最も重

要であると考えております。 

  次に、４点目の市民力の活用をどう進めるか

についてお答えをいたします。 
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  中心市街地を元気にしていくために、市民の

方々が自分たちの問題として捉え、行政との連

携のもと、地域が主体となってまちづくりを進

めることが必要であり、そのためには市民や民

間の参画意欲の向上やその輪を広げるための情

報発信が重要であります。 

  また、今回の新文化複合施設の建設地変更の

問題を契機に、さまざまな面において市民の皆

様にまだ十分に御理解をいただけていないとい

う反省を踏まえながら、今後は、事業の計画段

階からシンポジウムや市民集会、ワークショッ

プなど、多くの市民が参画できる場の提供や仕

組みづくり、さらには、今月開局を予定してお

りますコミュニティーＦＭの活用や広報や情報

誌などの紙面による情報発信など、多様な手法

を視野に入れながら、情報提供のあり方を検討

してまいります。 

  さらには、まちづくりのアイデアをお持ちの

方や起業意欲のある方々の参加意識を高めるた

めに、まちづくりバンクなどアイデアや人材を

登録する仕組みづくりの検討や、学生、若者を

含めた多様な市民層にまちづくりに参画をして

いただけるよう、市民参画の輪を広げていくこ

とが大切であるというふうに認識をしておりま

す。 

  次に、５点目、中心市街地活性化のまちづく

りに必要な視点と施策についてお答えをいたし

ます。 

  １点目は、新文化複合施設等を含む文化交流

拠点整備による交流の促進や（仮称）まちなか

歴史公園整備や東寺町の景観づくりなど、城下

町らしい拠点と景観づくりによる交流の促進に

より、歴史と文化を育むまちづくりを推進する

ことであります。 

  ２点目としては、コミュニティセンターの活

用による地域活動拠点による交流の促進、観光

施設の整備や活用による交流の促進、武者道整

備や駐車場整備などの交通基盤整備による交流

の促進、松が岬公園の桜のライトアップ等によ

る歩いて楽しい空間演出による交流の促進、循

環バス等の公共交通の利便性向上による交流の

促進、特色のある商店街や意欲のある商業者育

成による商業機能の充実に伴う交流の促進、さ

らには、地域外から町なかへの居住の促進を図

りながら、誰もが安心・安全に暮らし、生き生

きと交流のできるまちづくりを推進することで

あります。 

  ３つ目の柱としましては、学生と市民との交

流機会の創出や町なかにおいて大学機能を生か

す場の整備など、学園都市の特色を生かした交

流の促進、既存の商業機能の充実や新しい魅力

を持った商店への支援を含めた新しい商業を担

う人材育成による交流の促進、中心市街地活性

化の取り組みを総合的に取りまとめて実施をし

ていくための体制の確立とともに、まちづくり

を担っていく人材の育成を支援し、次世代まで

つながる交流の促進を図りながら、人を育むま

ちづくりを推進していくことであります。 

  そのためには、今後は、民間と行政で構成を

する中心市街地活性化協議会が主体となって、

多様な関係者の調整を図りながら取り組みの実

効性を確保し、多様な事業主体の合意形成の場

としての機能をますます発揮しなければならな

いと考えております。活性化協議会としては、

まだまだ大きな成果は出せていないところであ

りますが、まず市民の方や商業者などに、なぜ

中心市街地の活性化が大切なのかなどをわかっ

ていただくようなセミナーを開催するとともに、

先進地の取り組みを学びながら、その役割を果

たしていくよう進めていきたいと考えておりま

す。 

  また、まちを動かすのはまちづくり会社であ

ると言っても過言ではありません。まちづくり

会社は、企業性や公益性を持ちながらさまざま

な利害関係者との調整を行い、まちづくりを行

う法人であります。今後は、この法人の活用が
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必要不可欠となりますので、米沢のまちづくり

に沿った会社の設立が必要であり、民間活力に

よる町なか活性化の先進事例の視察研修などを

行いながら、この法人の設立の実現に向けて取

り組んでいきたいというふうに考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 相田克平議員。 

○１７番（相田克平議員） ありがとうございま

した。 

  米沢市の認識としてやはり、人口減少、少子

高齢化が進む中で、子供から高齢者の方までが

暮らしやすいまとまりのあるまちづくりを行っ

ていかなければいけないというふうにおっしゃ

られていたと思います。そして、経過としては、

なかなかさまざまな事情があってこれまで進む

ことができずにきたということのようです。 

  まず１つ、ここではっきりさせておきたいの

が、私も町なかへのコンビニ出店を契機に、中

心街のにぎわいを創出するためにこれまで汗を

流してきた一人でありますが、中心市街地活性

化というものは全体の市民の皆さんにとって大

事なことだよということで、平成９年あたりか

ら、私もさまざまな会議に参加させていただき

ながら勉強させてもらいました。 

  その中で、先ほど答弁でありましたが、旧中

心市街地活性化法の中では、中心市街地活性化

が商業者保護のように捉えられてなかなか周辺

住民の協力を得られることができなかったとい

うことをおっしゃられていましたが、まさしく

そのとおりだなと、現場でやっていた人間とし

て思います。イベントをやると楽しみには来て

いただけるんですが、イベントを一緒にやると

いうところになかなか参画いただけなかったり、

過去の議会での議論なんかを見ても、商店街に

そんなにお金を使う必要はないのではないかの

ようなやりとりがあったと記憶しています。 

  平成18年に法が改正されて、今の新たな目的

を言いますが、「少子高齢化、消費生活の状況

変化に対応して、中心市街地における道路、公

園、下水道、文化施設などの機能を強めること

及び経済の活力の向上を総合的かつ一体的に進

めること」というふうに目的が改められました。

いわゆる、先ほど私も壇上から言いましたよう

に、さまざまな機能を集積していきながら、そ

の魅力をつくっていくと同時に、やはり地域の

全体の経済の活力を向上させようというふうに、

法の目的が変わったということだと思います。 

  この目的が変わったことは非常に私はよかっ

たなというふうに思っているんですが、市民の

皆さんにそのような理解をされているかという

と、なかなかそうではないのかなと。この現状

を打破していかなければいけないのではないの

かなというふうに考えています。 

  今般、新文化複合施設を建てる予定地になっ

たまちの広場ですが、なかなか地元の住民の

方々には、まちの広場を壊す、なくすことに対

しての抵抗も多いようです。ちょっとここでお

尋ねしたいのですが、平成９年だったと思いま

すが、まちの広場が整備されて、中心市街地活

性化のハード事業がなかなか進まない中で、唯

一まちの広場が整備されて、中央賑わいづくり

委員会によって、商店街の若手の人を中心とし

たイベントを開催してきました。その結果、商

店街の売り上げや空き店舗の数などをどのよう

に捉えているか。よい影響が出たのかどうか。

米沢市としての考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 今、議員も御承知のとおり

でありますが、平成18年度まで、市と商店街の

若手の皆さんとともに、まちの広場を活用して

のにぎわいづくりを毎月行いまして、年間数十

回にわたるイベントを実施してきたというふう

な経過がございます。それなりに市内への経済

波及効果あるいはにぎわいを達成できたという

ふうに思っておりますが、今、議員もお述べの
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とおり、結局、イベント疲れ、それからマンネ

リ化のために事業を中断してきた経過がござい

ます。 

  現在、行政といたしましては、主体的に取り

組んでいる商業関係のイベントにつきましては

産業まつりだけでございますが、そういった経

過を踏まえて、まちの広場周辺のにぎわいだけ

ではなく、市内広範囲でのにぎわい拡散が必要

ではないかと思っているところです。現在、さ

まざまな四季の祭りを行っておりますが、そこ

に集まるお客様を１カ所だけでなく、それをま

ち全体に広がるような工夫、知恵を出していっ

たほうが効果的なのかなというふうに思ってお

ります。そういった成功あるいは反省を踏まえ

て、今後進んでまいりたいと思います。 

○佐藤 議長 相田克平議員。 

○１７番（相田克平議員） 私も、風船、当時は

お兄さんといいましたが、イベントでスティッ

クバルーンなんか使って喜んでいただいたこと

があるわけですが、今、部長がおっしゃるよう

に、イベントの最初は非常に効果があったとい

うふうに認識しています。でも、その一方で、

毎週毎週企画会議をしながら、私たちは仕事を

しなければならないところを日中抜け出して企

画会議をするわけですよね。その分店番を置い

て、人を頼んでバイト代を払って会議に出かけ、

毎月１回イベントをやっていく。そういう中で、

やはりやる側が疲れてきたということもありま

すし、途中からなかなかうまくならなかったな

と。大体イベントの予算で700万円ぐらいだった

と思いますが、それのほかに維持費等々も含め

ると、毎年1,000万円近いお金を使ってきた割に

は、実際の経済力を向上させるような効果には

なかなかつながらなかったのかなというふうに

思っているところです。 

  以前は、年間九十何日以上の利用があったん

ですが、最近はやはり減ってきていますよね。

調べさせていただいたところ、平成23年度67日

間の利用があって９万3,520名の利用があったと

いうことですが、商工観光のあらましによりま

すと、22年度は２万5,632名、21年度は9,000人

ほどの利用だったわけです。この大きくふえた

のは、産業まつりをまちなかにまた復活させた

からふえたんだと思います。産業まつりの２日

間の来客が５万6,000人というふうに、申請書ベ

ースの数字ですが、言っていることを考えます

と、単純に計算してみると、１日平均1,300人の

人を呼ぶイベントが22回行われたというような

実績なのかなというふうに思います。 

  私は、まちの広場はやはりにぎわいの拠点と

して非常に大切な施設だなという認識はありつ

つも、やはり週に１回満たないような利用実績

なわけですよ。実際の周囲に対する波及効果が

期待できるようなイベントの活用では。そのほ

かでは駐輪場としての活用が6,450人分あります

が。だから、そういう中でやはり私は広場とし

ての限界、中心市街地活性化の中でのまちの広

場が果たし得る機能としての限界をちょっと感

じつつある。以前のような効果はなかなか発揮

できなくなってきているというふうに思ってい

ます。 

  ですから、今般、新文化複合施設をまちの広

場に建てることに私は賛成させていただきまし

た。その賛成させていただいた理由に、先ほど

部長もおっしゃっておりましたが、平成18年か

ら23年ですか、実績で固定資産税収入でいうと

約２割の落ち込みがありますよというような答

弁がありましたが、私が調べた限りでは、税収

としては２割、市街地全体の倍というような表

現になると思いますが、実は土地の価格は、平

成18年、平成24年比較で、まちなかと言われる

エリアが35.85％地価が下がっているんですね。

もっと言いますと、これは中心市街地活性化基

本計画の資料にも載っていますが、平成14年平

和通り商店街１平米当たり10万8,000円の地価が

あったものが、平成22年４万6,400円になってい
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ます。もう半分以下になっているわけです。 

  これは何が問題かと言いますと、先ほどの答

弁の中で、元気なまちなかをつくっていくため

に、米沢市としては民間の皆さんと協力してや

っていかなければいけないと思いながらも、民

間の方々に先行して大きな投資をしてもらうの

はリスクも大きいから、市が公共施設を建てる

ことによって民間のさまざまな取り組みを誘発

していきたい、喚起していきたいという狙いが

あると思うんですね。そういうときに、私も民

間ですので思いますが、土地の値段が下がって

いると資金力が落ちるわけです。 

  小学生の皆さんにはなかなかわからないかも

しれないけれども、お店を建てて商売をしてい

くときに使う資金というのは銀行から融資を受

けたりしますが、銀行からお金を借りるときに

は、土地や建物を担保といいまして、もし返せ

なかった場合この分でお支払いしますよという

ことで契約をしてお金を借りるわけですね。そ

うすると、18年から24年までまちなかで今後中

活を進める上で、主体的に商業の活性化のため

にみずから活動していただきたい商業者の方々、

地域住民の方々の資産価値が35.8％も下がって

いるということは、非常に危機的状況だと思う

んです。その点について、米沢市として何か考

えはありませんでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 これまでのさまざまな

中活の計画の中で失敗、頓挫をしてきた経過が、

やはり民間活力に過大な期待をしてきたがゆえ

の失敗だったというふうな反省点に立ちながら、

大きくかじを切ったわけであります。 

  今、実態として確かに部分的に見れば、地価

の下落が半分以下に落ち込んでいる地区も確か

にございます。こうした中で、今その方々が新

しい動きをしようとした場合の資金力の部分で、

地価が下がっていくというのは大変な問題であ

るというふうに思っておりますし、また一方で

は、固定資産税をいただくインカムの部分とし

て、それだけの目減りが生じているということ

は大変危機的な状況だなというふうに理解をし

ております。 

  ただ、そのための施策として具体策が目の前

にあるかというふうなお話でありますが、これ

は先ほど答弁させていただいたように、長いス

パンの中でまちづくりを進める中で、この傾向

に歯どめをかけながら、税収確保につながるよ

うに努めていくのが責務だろうというふうに思

っておりますので、長期的な視点でごらんをい

ただきたいというふうに思います。 

○佐藤 議長 相田克平議員。 

○１７番（相田克平議員） 市としては、長期的

な視点でそこに手だてを打っていきたいという

考えですが、現場の、やはり民間活力を導き出

すときのその民間活力を出す側にとっては、そ

のような状況であるということを認識すべきで

す。つまりスピードはとても大事だということ

です。地価の下落がとまらない限り、どんどん

どんどん民間の資金力は落ちていっているんで

す。ですから、スピードが大事なんです。その

認識だけ持っていただきたいということを、ま

ずそこまでにしておきます。 

  先週ですか、トンネルの天井が崩落して９名

の方が亡くなったという事故、事件といいます

か、ありました。経済成長期にたくさんの公的

なインフラ、トンネル、道路等々をつくってい

ったわけです。でも、人口が減っていく中で、

そういうものの更新というものが今非常に重要

な課題になっています。 

  例えば米沢市でも、人口が減っているにもか

かわらず、市道の総延長距離は延びているわけ

ですよね。市道が延びるということは、その分

の除雪路線も延びている状況にあるわけです。

除雪をするにもお金はかかるわけです。でも、

その除雪費用を払う、要するに税金として納め

ている人たちはどんどんどんどん人口が減って
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いっているわけです。これは米沢市として、税

金を上げて対応していくという考えですか。そ

れはないですよね。ここはちょっと答弁はいい

ですが、税金を上げて対応していくのではなく

て、できるだけその税収を落とさないで、上げ

ていくような経済発展とかそういうものができ

るようなものを施策としてやっていくというこ

とですよね。 

  やはり先ほど私が壇上から申し上げたように、

中心市街地活性化が財政維持効果が非常に高い

ということを、市民の皆さんにもっとわかって

いただく必要がある。そして、公的なインフラ

であったり必要な行政サービスを行っていく上

で、このままの状態が続けば税金を上げなけれ

ばいけないような状況になり得ると、それを避

けるためにも中活は大事なんだということを、

私はもっと市民の方々にお伝えする必要がある

のではないのかなというふうに思っているわけ

です。その点については多分異論はないと思い

ます。 

  さて、そういうものをどういうふうに市民の

皆さんと共有していくか。先ほど市民集会やシ

ンポジウムなどをやって、市民参画の場をつく

っていくということでしたが、具体的にはどの

ように行っていきますか。現段階で予定はござ

いますか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 認識が一緒だろうとい

うことでありましたので、省略をしようと思っ

たんですが、少し補足をさせていただきたいと

思います。 

  平成18年に中心市街地活性化法が改正をされ

て、商業者保護から大きく転換をしたわけであ

ります。その背景は、国においてもコンパクト

なまちづくり、要するにコンパクトシティを標

榜し始めた。それは、少子高齢化がこれからど

んどんどんどん進んでいくと。人口減少まで見

通した場合に、コンパクトなまちづくりを進め

なければいけないというふうに国が判断をした

からでありまして、その背景としては周辺部の

開発の抑制と同時に、中心市街地の活性化を図

っていくんだというふうになりました。中心市

街地活性化の大きな目的としては、議員御指摘

のとおり、地域内で経済が回るまちづくり、そ

れから地価下落などの歯どめをかけていく、資

産価値を維持していく。それから、行政の支出

を抑制していくんだということが、国の考え方

としても明示をされておりますので、この方針

に従ってコンパクトなまちづくりを進めていき

たいと。そのための第一歩が今回の中心市街地

活性化事業であるというふうに御理解をいただ

きたいというふうに思います。 

  今、差し当たって予定しておりますのは、今

月の19日でありますが、雇用創出協議会と中心

市街地活性化協議会が共催で、日本総合研究所

の藻谷浩介さんを講師に招いて、「中心市街地

の活性化はなぜ必要か。持続可能なまちづくり

の仕組みとは」と題して、講演会が行われます。

まさに、なぜ中心市街地活性化が必要なのかと

いう根本のところを御講演をいただこうという

ふうにしております。今後も、市が主催でやる

場合もありますが、中心市街地活性化協議会の

任務として、中心市街地活性化の必要性を市民

に広くＰＲしていくというふうな大きな役割を

担っておりますので、こうした協議会が中心と

なりながら、さまざまなシンポジウムですとか

講演会、こういったものを展開していきたいと

考えております。 

○佐藤 議長 相田克平議員。 

○１７番（相田克平議員） ぜひ頑張っていただ

きたいというふうに思います。それが浸透して

いれば、現状起きているさまざまな混乱につい

ても、私はやはり市の責任はありますが、もう

少し市民の皆さんの理解が進めばこのようなこ

とになっていないという残念に思っていること

もありますので、ぜひその点を頑張っていただ



- 51 - 

きたい。 

  そして、何点か考えていたのですが、時間も

ないので絞りながらやらせていただきますが、

今後必要な施策ですけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり、実は民間側の資金力というのは

非常に低下している状況にある。お店で言えば

やはり売り上げも下がっていると思うんです。

そういった中で、やはり一つの大きな柱である、

要するに地域経済循環効率を上げていくために

も、やはり地元商業の活力を活性化させるとい

うのは非常に大事なことになってくるわけです。

そういう意味で言いますと、米沢市で行ってい

る商工業地域活性化事業補助金とか若手起業家

支援事業補助金などの効果は非常にあるなとい

うふうに感じているんですが、今年度の実績は

どうなっているんでしょうか。何件でいつごろ、

どちらもたしか予算はもういっぱいになってい

るはずですが、利用状況について端的にお知ら

せください。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 まず、米沢市商工業地域活

性化支援事業費補助金でございますが、24年度

の実績につきましては、現在22件ありまして目

いっぱい使っていただいているところです。主

に、商店街等のイベント、それから工業関係で

は販路拡大あるいは空き店舗対策、地域活性化、

新規事業創出というふうなことで、目的に照ら

した使われ方をしているというふうなことで、

大変好評をいただいております。 

  それから、若手起業家支援につきましては、

７件の応募がありまして６件認定をして、起業

家支援を行ったところであります。 

○佐藤 議長 相田克平議員。 

○１７番（相田克平議員） いずれも人気があっ

て、もっと需要があるのかなというふうに私は

思っているわけです。ただ補助金に頼っていく

ようなものでは、そもそも事業プランとしてよ

くないので、やはりそこは中身についてきちん

と見ていきながら、適正に使っていただく必要

はあると思うのですが、たしか商工業地域活性

化資金は11月前ぐらいに満額になって終わった

はずです。これは、にぎわいをつくり出したり

地域を活性化するためにやりたいという人がい

るにもかかわらず、枠が終わってしまったとい

う状況なわけです。私は、先ほどのような民間

の資金力が下がっている状況の中で、こういう

ところをきちんとふやして手だてしていくこと

が必要だと思います。これは要望にしておきま

す。ぜひそこを新年度へ向けて考えていただき

たい。やる人も減ってきてしまったら、行政だ

けが頑張る市街地活性化になってしまいますか

ら、そうならないようにしてください。 

  そして、今後ですけれども、やはりいかに店

や施設をふやしていくか。そして、人をふやし

ていくかということが大事だと思います。中心

市街地活性化基本計画に掲載されている事業は

たくさんあるわけです。これをやはり着実にや

っていく必要があると思うし、後期５年で予定

しているものも、できるだけ前倒しでやってい

く必要があると思います。10年間でやろうと思

っていることを10年かけてやっていたら、地価

の下落がこのまま続けば、民間なんて自力でで

きなくなるということですよ。そこの認識を持

って、きちんとできるときにたくさんのことを

興すということを念頭に、今後取り組んでいた

だきたいということを申し上げます。 

  立町交差点に１軒のカフェができました。こ

れは若手起業家支援事業補助金も活用させてい

ただいて、１階はチャレンジショップのような

形になっています。非常に雰囲気が変わりまし

た。夜帽子をかぶってコーヒーを飲みに来る若

い人たちであふれるお店です。若い人たちがま

ちなかへ求めている空間というのはそういうと

ころなんですよ。これはやはり私は行政がつく

り出すことはできないと思うんです。民間がで

きるときにきちんとその背中を押してあげて、
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たくさんのそういう魅力をつくられるように、

米沢市として取り組んでいただきたいというこ

とを申し上げ、質問を終わります。 

○佐藤 議長 以上で17番相田克平議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  一つ、公共施設（箱物）維持・更新の方針に

ついて外１点、４番我妻德雄議員。 

  〔４番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○４番（我妻德雄議員） 傍聴に来ていただきま

して、まことにありがとうございます。市政ク

ラブの我妻德雄です。早速質問に入らせていた

だきます。 

  12月２日に山梨県の中央道笹子トンネルで天

井板が崩落する事故が発生しました。犠牲者の

方々に心より御冥福をお祈りいたします。原因

として老朽化が指摘されています。この事故か

らも明らかなように、コンクリート建造物も寿

命があるということです。今まで起きていない

から、これからも大丈夫だろうという姿勢は、

もはや通用しないのです。 

  公共施設といってもさまざまです。今回の質

問では、道路、橋梁及び下水道などのインフラ

施設、公園、公衆トイレなどを除いた建築物、

いわゆる箱物施設についての総括的な質問をさ

せていただきます。 

  本市は、時代のニーズに沿って小中学校など

の学校施設、コミュニティセンターなどの社会

教育関連施設や市民文化会館、市営体育館など、

活動の拠点となるさまざまな施設を整備してき

ました。特に、1970年代から80年代に多くの施

設の建設を進めてきました。 

  「米沢市建築物耐震改修促進計画」では、市

が保有する防災活動拠点及び住民が多数利用す

る施設総数は181棟、昭和56年、1981年以前に建

築された市有施設は113棟で、全体の約62.4％と

されています。この62.4％の建物は、建築から

既に30年以上が経過をしています。 

  今後、本市も人口減少や高齢化の進展に伴い、

社会を支える世代の減少による財源不足や扶助

費などの義務的経費の増加など、財政的に厳し

くなると予想されます。高度成長期以降に整備

した多くの公共施設が、大規模改修や更新の時

期を迎えつつあります。大規模改修や更新に要

する費用と財源の目安となる長期的な財政需要

の予測など、市民の皆さんに現状を知っていた

だく必要があると考え、この質問を準備いたし

ました。 

  それでは、具体的な質問に入ります。 

  市が保有している施設には、この市役所本庁

舎や各学校、各コミュニティセンター、体育館、

保育所、市民文化会館など、広く市民の皆さん

に利用していただくための施設があります。私

もそうですが、多くの市民の方々は、個々に興

味・関心を持っている施設あるいはかかわりの

ある施設の現状については、よく理解されてい

ると思います。しかし、本市全体の公共物の現

状と課題について全体像が見えにくくなってい

る状態にあるのではないでしょうか。まず、い

わゆる箱物と言われる施設の施設数を教えてく

ださい。 

  平成20年作成の「米沢市建築物耐震改修促進

計画」では、その耐震診断率は全体で18.6％、

耐震化率は39.8％と低い状態にあり、特に防災

活動拠点の庁舎、消防署及び学校施設の耐震化

が急がれるとされています。そして、計画では、

市有施設の防災活動拠点施設などの耐震化目標

は、市民が安心して利用でき、防災上重要な施
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設として機能する必要があることから、平成27

年度における耐震化率の目標を90％とする。特

に、児童生徒の安全と地域の災害時における避

難所となる小中学校の耐震化を優先させるもの

とすると計画しています。その後、年数も経過

をいたしました。学校施設などの耐震補強工事

も大幅に進んでまいりました。数字的には相当

上がっていると思います。そこで、改めてお聞

きをしますが、現時点で本市の施設の耐震診

断・改修実施状況、改修実績はどのようになっ

ているでしょうか、お尋ねいたします。 

  各施設管理者が点検を実施することによって、

所管施設についてはみずからが詳細に状況を把

握できていると思います。しかし、本市の将来

設計を考えたとき、市長部局や教育委員会、企

業会計施設など横断的に建物の現状を一元化し、

把握する仕組みが必要ではないでしょうか。光

熱水費や保守など建物の管理に要するコストな

どの維持管理費と、窓口業務など事業運営費は

どのくらいになるでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

  また、現在使用していない施設や建物も存在

していれば、その状況と本市全体の公共施設の

運営の実績についても簡単にお知らせください。 

  やがて迎える更新の時期には相当な費用負担

が生じると予想されます。その財政負担を今か

ら考えておく必要があります。今後予想される

更新予定の推移及びピークはいつごろになるで

しょうか。また、将来に対しての更新・改修の

試算は行っているのでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

  この間、米沢市立病院の建てかえや、文化会

館、コミュニティセンターの建てかえなど、い

ろいろと議会の中でも話題になりました。多く

の建物が老朽化してきている中で、良好な状態

で使用するためには、計画的な維持補修工事や

建てかえなどの全面改築を、相当長いスパンで

検討する必要があるのではないでしょうか。 

  施設の改築については、今まで以上に全庁的

な視点からの「公共施設全体の最適化」を図る

ことが極めて重要です。施設の改築も、今まで

のような耐用年数でスクラップアンドビルドを

行うのではなく、建物の計画的な修繕や改修な

どで長寿命化を図り、各年度の財政負担を平準

化することが何よりも大切ではないでしょうか。 

  耐震補強工事などの安全性の向上や長寿命化

工事など、優先しなければならない課題が山積

しています。補修によって長く使う長寿命化の

施設、計画的に更新する施設など、具体的に市

民の皆さんに示さなければならないのではない

でしょうか。 

  また、幅広い分野を対象にした施設ごとの経

費や利用率までデータを調査し、将来の課題に

関する情報や当面の課題に関する情報など、き

ちんと市民の皆さんへ公開し、納得の中で改

修・修繕を図る必要があるのではないでしょう

か。本市の見解をお聞かせください。 

  大項目の２点目、人と自然が共生する社会の

形成についての質問に入ります。 

  生物多様性とは、多くの種類の生き物がいて、

それがつながり支え合って生態系の豊かさやバ

ランスが保たれていること、また、多様な遺伝

子が過去から連綿とつながっていることを言い

ます。 

  私たちは植物が生み出す酸素によって呼吸し、

暮らしも、穀物や野菜、魚、木材など生物のも

たらす恵みによって成り立っています。生物の

多様性が衰退すると、地球上の生態系の機能や

生態系全体の生産力が低下し、人間の暮らしも

困難になってしまいます。 

  しかし、今、自然環境の悪化に伴い、生物の

多様性がこれまでにない速さで失われつつあり

ます。これは私たち自身が、命の土台である生

物多様性をみずから壊していることにほかなり

ません。 

  これまでの環境行政は、公害対策から始まり、
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ごみの資源化などの問題に対応するものでした。

しかし、現代では、緑の保全や地球温暖化対策

など幅広く広範に考えるものとなっています。

生物多様性はいずれの課題ともかかわりがあり、

環境問題全てを包括しているとも言えます。そ

れだけに生物多様性については、庁舎内におい

ても部・課をまたいで、横断的に総合力を発揮

することが求められています。 

  まず初めに、市長は、生物多様性の重要性を

どのように認識され、これを暮らしと自然が調

和するまちづくりにどのように生かしていく考

えなのか、市長の所見をお伺いいたします。 

  自然の中でふと感じた疑問や目にした何でも

ない風景の一コマが、子供の感性を揺さぶり、

子供を大きな興味へといざなっていくことがよ

くあります。私も、自然を通じて多くのことを

学びました。昆虫を追い、野山を駆け回ったこ

とが、人以上に丈夫なこの体をつくったのでは

ないのかなというふうに思っています。 

  また、川で魚を手づかみし、命というものを

直接肌で感じ、その尊さを学びました。川遊び

の楽しさ、そして、水の怖さも知りました。最

近では、山菜やキノコなどの山の恵みのありが

たさを感じることが多くなっていますが。 

  私の経験を少しだけ話させていただきます。

あれは小学校の低学年の夏休みのときでした。

近くの小樽川にかかる橋の上から川をのぞくと、

子供心に大きく見えたのかもしれませんが、物

すごく大きな魚が川の中に見えました。当時か

ら、小樽川も私の家あたりまで来ますと、多く

の堰に田んぼの水として取水されものですから、

さほどの水量がありませんでした。子供が川遊

びをするにはちょうどよい水量です。「よし、

捕まえてやろう」と網を片手に川の中を逃げ回

る魚を追い続け、私はとうとう抱えきれないほ

どのその見えた大きな魚を網ですくったのです。 

  喜び勇んでその魚を父に見せると、それは山

奥にすむイワナという魚であること、食べても

おいしいと教えてくれました。その晩は、その

大イワナが我妻家のおかずでした。「いやあ、

德雄、捕ってきたながあ。大したもんだなあ」

「こがな大きなイワナ見たことねかったなあ」

「大したもんだ」「うまいごとな」と家族全員

から大いに褒められました。恐らく鼻は相当伸

びていたと思います。 

  当時、いたずらして怒られたことはあっても、

余り褒められたことのない少年でしたから、褒

められたことがうれしくてうれしくてたまりま

せんでした。それからでしょうか。魚とりに没

頭したのは。そして、いまだに卒業することが

できませんが。 

  私の経験を述べましたが、子供のころに川で

魚を捕まえたり、カブトムシやクワガタをとっ

たりトンボを追ったりする経験は、感性を豊か

にし、その後の人間形成に大きなプラスになる

と感じています。こうした何物にもかえがたい

経験を、これからも子供たちができるように、

生き物と触れ合う場所を守り、また、そういっ

た機会をふやしていく必要があると感じていま

す。 

  本市には、水や緑など自然資源が多く残され

ています。これらの場所では希少な動植物が見

られ、生き物にとって重要な生息・生育場所で

あり、また移動場所となっています。現在残さ

れている生き物にとって大切な環境を、後世に

つなげていかなければなりません。同時に、生

態系豊かな本市の自然を米沢の大きな魅力と捉

え、その魅力を創出する必要があると感じてい

ます。本市の方針と見解をお聞かせください。 

  生物多様性基本法第13条では、「都道府県及

び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、

単独でまたは共同して、当該都道府県または市

町村の区域内における生物の多様性の保全及び

持続可能な利用に関する基本的な計画を定める

よう努めなければならない」と記してあります。 

  山形県は、本年度策定作業に着手したとのこ
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とです。そして、今年度は県内の動植物に関す

る基礎資料、標本などの収集を進めているよう

です。本市は、この基本計画の策定計画につい

て、どのような方針を持っておられるでしょう

か、お尋ねします。 

  里地・里山は、地域特有の景観や伝統文化の

基盤としても重要な地域です。しかし、過疎化

や高齢化などにより人の手が入らずに、景観の

荒廃や里山特有の動植物の衰退など、生物多様

性の劣化が進行しています。保全・再生は喫緊

の課題です。 

  里地・里山の保全・再生を進めていくために

は、生物多様性の保全を初め、多様な観点から

の仕組みが必要です。また、里地・里山の持続

的管理のための社会的枠組みや利活用方策など

が必要と考えます。本市の見解をお聞かせくだ

さい。 

  農林業の営みが、人々にとって身近な自然環

境を形成し、多様な生物が生息・生育する上で

重要な役割を果たしています。しかし、里地・

里山の中心をなす中山間地では、受益者の減少

などで水路などの維持管理の個人負担が増大し、

負担ができず水田を転作する農家も出始めてい

ます。また、９月議会でも質問しましたけれど

も、里山の手入れが行き届かず、里と山の境が

なくなり、猿や熊が里に頻繁に出没する大きな

原因ともなっています。個人の頑張りも限界に

近づいています。多様な生態系を保全するため

には、公的な支援が必要と考えます。山林、農

地、水路など自然環境の荒廃対策をどのように

進められるのでしょうか、お尋ねいたします。 

  里地・里山の国土保全機能や水源涵養機能に

ついては、議会でも何度か申し上げましたので、

詳細は申し上げませんが、林地の適度な間伐や

伐採などの手入れをしなければ、その国土保全

機能が著しく低下し、逆に、災害を誘発する危

険が大きくなってしまいます。国土保全機能の

低下による災害発生、水資源涵養機能の低下な

どの対策をどのように進めているのでしょうか、

お尋ねいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの我妻德雄議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、人と自然が共生する社会の形成に

ついてお答えします。その他につきましては部

長よりお答えをいたします。 

  生物多様性とは、単に動植物の種類が多いと

いうことだけを意味するものではなく、その中

で育まれてきた生き物の相互のつながりをも意

味すると理解しております。しかしながら、近

年、人間の手による環境の破壊や生体の変化に

よる種の絶滅など、生物の多様性が急速に失わ

れつつある状況にあることから、それを防ぐた

めには環境の保全が必要不可欠であると認識し

ております。 

  このような状況のもと、本市としましては、

環境負荷の軽減と生物多様性への悪影響防止の

ため、地球温暖化対策を初めとして、開発行為

による生息環境の破壊、乱獲による種の絶滅、

里山里地などの自然の質の低下、外来種による

生態系の攪乱等を防止する取り組みを、米沢市

まちづくり総合計画に盛り込み、実践している

ところであります。これらの取り組みを今後と

も続けていくことが、暮らしと自然が調和した

まちづくりにつながるものと考えております。

したがって、午前中、髙橋義和議員の御質問の

中でもお答えいたしましたが、風力発電も大事

ではありますが、同じように猛禽類の生息地の

保護も重要と考えております。 

  次に、生物の多様性の保全及び持続可能な利

用に関する計画策定についてお答えいたします。 

  「生物多様性地域戦略」につきましては、生

物多様性基本法を受け、平成23年10月に地域に

おける多様な主体の連携による生物多様性の保
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全のための活動の促進等に関する法律が施行さ

れ、基本的な計画策定における生物多様性の保

全活動については、地域における多様な主体の

有機的な連携による生物多様性の保全のための

活動を促進する制度の構築が必要とされており

ます。 

  本市としましても、生物多様性促進法に基づ

き、生物多様性の保全のための活動に取り組む

計画を検討していかなくてはならないと考えて

おります。そのためには、それぞれの分野で核

となり主体的に活動していける団体の形成及び

育成を優先してまいりたいと考えております。 

  続いて、里地・里山の荒廃対策についてお答

えします。 

  まず、山林、農地、水路などの自然環境の荒

廃対策といたしましては、中山間地域での農業

生産活動の継続や環境保全活動、水路農道等の

維持管理の支援を行う中山間地等直接支払推進

事業を平成12年度から継続して本市も実施して

おり、現在、８つの集落で地域の共同活動が取

り組まれておりますが、今後も実施集落の拡大

やより効果が発揮できる側面支援をしていきた

いと考えております。 

  また、農家を中心に地元負担で用水路などの

水利施設の維持管理を行っている組織への、米

沢市農業用水施設整備補修事業費補助金制度も

ありますので、その有効活用についてもさらに

周知徹底してまいりたいと考えております。 

  耕作放棄地については、現在、放棄されてい

る農地のうち利用可能な農地については、国、

県の事業を活用し再生に努めていくとともに、

猿被害の防止対策を地域の方々との連携を密に

して、被害防止対策を進めてまいります。 

  長引く林業の低迷化とともに、管理放棄森林

の増加も懸念されているところですが、このた

び森林法が改正され、森林計画制度の見直しが

行われております。それは、森林経営計画を策

定し、森林施業の集約化を図りながら、まとま

りのある面的な森林施業を実施するため、計画

的な道路網整備と高性能林業機械による低コス

ト作業システムにより、山の所有者に利益が還

元される仕組みづくりを進めることが重要であ

ると考えております。そのため、管理放棄森林

も区域に含めた森林経営計画を作成することで、

適切な森林施業の確保につながるものと考えて

おります。 

  また、里山の保全を図るため、今年度で２期

目となりますみどり環境交付金事業を活用し、

地域のボランティア団体や企業、小学校などの

連携団体による森づくり活動を通じ、里山の大

切さを理解してもらうソフト事業を行っており

ますので、このような活動を継続しながら、子

供たちの環境教育の醸成に努めていくとともに、

広く市民の皆様にも森林や里山の重要性を訴え

ていきます。 

  次に、国土保全機能の低下による災害発生、

水源涵養機能の低下対策についてでありますが、

森林や里山は土砂崩壊防止や水源涵養など国土

を保全する機能を有しており、荒廃が進行する

ことにより、機能低下や災害発生などが懸念さ

れます。 

  先人の努力で植えられ育てられた人工林が、

利用段階を迎えており、国の方針も育てる林業

から使う林業へと転換されております。大規模

な製材工場も国産材の供給を期待しており、安

定的に木材が供給できる仕組みが重要になって

おります。何よりも林業が産業として成り立つ

ことが、森林や里山の再生につながっていくも

のと考えております。 

  また、平成24年３月に、向こう10年間の森林

の整備指針となる「米沢市森林整備計画」を策

定し、その森林の持つ機能に応じ、今後計画的

に整備を推進していくことにしております。 

  森林の持つ国土保全や水源涵養等の多面的な

機能を、緑の社会資本として、その恩恵を将来

にわたって永続的に享受できるよう、適切に整
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備保全していくことが山林の荒廃に歯どめをか

け、里山の保全や中山間地域の活性化にもつな

がってまいりますので、力を入れて林業の再生

に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは１項目めの、公共

施設（箱物）維持・更新の方針についてお答え

いたします。 

  まず、（１）の公共施設の現状のうち箱物の

数と、（２）維持管理や運営の現状のうち施設

の維持管理費について申し上げます。 

  公共施設のうちいわゆる箱物の数であります

が、毎年度作成しております「米沢市財産に関

する調書」に基づきまして、平成23年度末の行

政財産について申し上げますと、全部で111の施

設があります。ただし、消防団の消防ポンプ庫

や公衆便所等の小規模な施設、それから、公営

企業会計であります水道事業と市立病院事業に

属する施設につきましては除いております。 

  これら箱物のコスト、維持管理費につきまし

ては、平成24年度当初予算ベースで約25億6,900

万円となっております。ただし、これは財産調

書に基づいた施設について、予算書から施設の

維持管理費に相当する事業分を抜き出して集計

しておりますので、厳密に箱物の維持管理費だ

けではないことを御了承いただきたいと思いま

す。また、経常的な経費のみを集計しておりま

して、大規模修繕等の臨時的な経費や人件費等

は除いております。 

  内訳といたしましては、まず本庁舎が、議会

棟なども含めまして１施設で、維持管理費は約

１億3,200万円。 

  学校が、休校中の分校も含めまして小学校26

校で、維持管理費が約３億9,200万円、中学校10

校で維持管理費が約１億7,900万円、合計で36校、

５億7,100万円であります。 

  公営住宅が12施設で、これは金池団地や太田

町団地などのように複数の棟があるものも１施

設として数えております。維持管理費が約4,200

万円であります。 

  公園につきましては、皆川球場や多目的屋内

運動場など６施設で、維持管理費が約7,300万円。 

  最後に、その他の施設が全部で56施設ありま

すが、維持管理費は約17億5,100万円となってお

ります。 

  その他の施設をさらに申し上げますと、教育

施設として伝国の杜や置賜総合文化センター、

各地区のコミュニティセンターなど28施設で、

維持管理費が約６億8,700万円。 

  保健衛生施設としてすこやかセンターなど３

施設でありますが、維持管理費が約１億3,500万

円。 

  社会施設として保育園や児童センターなど10

施設ありますが、維持管理費が約３億8,500万円

ございます。 

  その他としてアクティ米沢や上杉記念館など

15施設で、維持管理費が約５億4,400万円であり

ます。 

  なお、本市におきましては、事業別予算の様

式をとっておりますので、個々の施設の維持管

理費、運営費などは大まかにわかるようにはな

っておりますが、箱物の維持管理費全体を市民

にお知らせするような仕組みについては、その

必要も含めまして、今後研究したいと考えてお

ります。 

  次に、（１）の公共施設の現状のうち耐震化

の状況でありますが、これにつきましては平成

20年３月に建設部で作成しました「米沢市建築

物耐震改修促進計画」に基づき、平成23年度末

の状況を申し上げます。 

  この計画で対象としております公共施設は、

防災活動拠点や住民が多数利用する施設であり、

その中でも木造以外の建築物で、２階以上また

は延べ床面積200平方メートルを超えるものに限
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定しております。また、小中学校や公営住宅、

公民館などは各棟ごとに数えておりまして、分

類も先ほど申し上げまた財産調書の分類とは異

なりますので、御了承お願いしたいと思います。 

  耐震化の状況ですが、計画段階では対象棟数

が181棟でありましたが、その後、解体などもあ

りまして、平成23年度末では168棟が対象となっ

ております。このうち耐震化が済んでいるもの

は121棟であり、耐震化率は72％となっておりま

す。 

  耐震化が済んでいる棟数の内訳としては、建

築基準法の新耐震化基準で建築されました昭和

57年以降の建築棟数が76棟、耐震診断を実施し

改修が不要とされたものが９棟、耐震診断を実

施し改修が必要とされ改修を実施したものが36

棟、合計121棟であります。 

  それから、耐震化をまだ実施していない、未

実施の棟数につきましては47棟でありますが、

この内訳につきましては、昭和56年以前の建築

で耐震診断が未実施のものが25棟、耐震診断を

実施し改修が必要とされたもののまだ改修が未

実施のものが22棟でございます。 

  施設の分類で主なところを申し上げますと、

小中学校が108棟のうち耐震化済みが82棟で耐震

化率75.9％、公営住宅が34棟のうち耐震化済み

が20棟で耐震化率58.8％、公民館等が９棟のう

ち耐震化済みが８棟で耐震化率88.9％、福祉施

設が６棟のうち耐震化済みが５棟で耐震化率

83.3％などとなっております。 

  次に、（２）維持管理や運営の現状のうち施

設の利用状況について申し上げます。 

  先ほど申し上げましたように、本市の小中学

校は全部で36施設ありますが、このうち上郷小

学校浅川分校を除きます小学校の分校７校と中

学校の分校２校合計９校が休校となっておりま

す。それ以外の箱物については十分利用がされ

ていると考えております。 

  次に、（３）更新・改修のコスト計算につい

てでありますが、本市ではこれまで公共施設全

体の更新等の試算を実施したことがありません。

そして、施設の構造初め、大規模改修の時期や

維持管理の状況等も各施設で異なっていること

から、施設更新や改修の時期並びにそれらにか

かる金額等を推計することは、現時点では非常

に困難であると認識しております。 

  ただ、議員お述べのように、1970年、昭和45

年から50年にかけて建設されました市庁舎や市

営体育館など大規模施設の更新を迎えるその時

期が一つのピークと考えているところでござい

ます。 

  次に、（４）の箱物維持・更新の方針につい

てでありますが、今まで申し上げましたとおり、

本市には多くの箱物がありますが、それら施設

の老朽度合いは必ずしも耐用年数や経過年数に

比例してはおりません。したがいまして、個々

の施設を精査しながら、施設更新などに関する

計画を検討する必要があると考えております。 

  今年２月に策定されました米沢市まちづくり

総合計画第４期実施計画の実施事業として、公

共施設の耐震化計画等の策定が掲げられており

ます。平成26年度に計画を取りまとめる予定で

おります。この計画の策定過程におきまして、

個々の施設の状況を把握し、市民に多くの情報

を提供するよう努めながら、耐震化の観点だけ

ではなく、施設の更新や大規模改修の必要性も

含め検討していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） まず、公共施設の維

持・更新の関係から話をさせていただきますが、

壇上からも申し上げましたけれども、まず耐震

化率については27年度における耐震化目標を

90％にするというふうに計画はされています。

しかしながら、今の答弁を聞いていますと、26

年度までに耐震化計画をまとめますと。現在、

70％なんですが、その整合性はどうなっていま
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すか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 第４期の実施計画の中にお

きまして、防災のまちづくりの推進という項目

がございます。その中で、公共施設の耐震化計

画の策定という項目がございます。その中では、

本市の公共施設の耐震化につきましては、小中

学校優先に平成26年度までに完了する予定であ

ると。その他の公共施設についても耐震化計画

を策定し、施設管理を行っていくということで、

一応は26年度と申し上げたのはこの辺のところ

でございます。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 何か１回質問を損した

な。言っている意味は、計画の文章を読んでい

きますと、27年度に90％にしますよと、ここに

書いてあるんですよ。だから、27年度末までに

90％にする具体的計画はどう考えていらっしゃ

いますか。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 米沢市の建築物耐震改修促

進計画の中では、27年度における耐震化率の目

標は、住宅につきましては平成27年度で90％と

いうふうな目標を掲げておりますが、公共施設

につきましては、災害時における特に児童生徒

の避難所となる小学校の耐震化を優先するもの

とし、災害時の活動拠点施設となる庁舎等の公

共施設につきましては、財政状況を勘案しなが

ら耐震化を進めていくものとするというふうな

計画になっているということでございます。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） では、ちょっと視点を

変えますけれども、庁舎も促進計画の中では優

先すべき建物というふうにしていますよね。し

ています。そこの部分はどういう方針を持って

おられるでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 今後の全体的な公共施設の

建てかえについての計画は、先ほども壇上から

申し上げましたとおり、持っておりません。そ

れで、これから検討する公共施設の耐震化計画

等の策定の中で庁舎も含めて、全体的な施設の

更新どうするかということも検討していきたい

と考えているところでございます。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） この促進計画ができた

のが平成20年で、その中に、特に防災活動拠点

の庁舎、消防署及び学校施設の耐震化が急がれ

るというふうに文言では書かれているんです。

それから何年たちましたかなんていうことは言

いませんけれども、ぜひそこのところも含めて

早急に出さなければならない、文言で書けばそ

れはやはりやらなければならないことだという

ことを御指摘をしておいて、早い方針を出して

いただくというふうに、この点についてはお願

いをしておきます。 

  その公共施設維持方針の前半についてですが、

よくわからなかったんですけれども、もう30年

経過をして、コンクリート建造物の寿命は一応

目安として50年ですか、それに向けて間もなく

進んでくるという、時がどんどん進んでいくと

いうことになっています。そうすると総合計画

は10年スパンですよね。そういうふうな中で20

年後、30年後にどうするか。それをやはりきち

んと今から出していかないと、ピークのときに

何百億もいきなり出すなんてことはなかなか難

しくなってきますし、長寿命化でやっていくの

か、更新すべきものなのか、建てかえたほうが

効果的なのか、そういうことについてはやはり

方針を出す時期に来ていると私は思うんですけ

れども、それに向けて今全国でやっているのは、

いわゆる公共施設の白書づくりです。順番など

もつけながら、利用率などいろんなことも計算

して、そして将来財政を計算しながら、今の市

民サービスも維持して公共施設もきちんとやっ

ていこうというものが白書づくりになっている
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ようです。 

  この白書づくりについては、通告もしました

ので、ある程度勉強をしていただいたというふ

うに思っていますけれども、この全国の先進自

治体で行っている、先ほど質問した内容などに

ついて一元的に管理するそういったシステムを

公共施設白書というようですけれども、その白

書づくりに米沢市もそろそろ着手すべきときに

来ているのではないのかなと私は考えています

が、いかがなものでしょうか。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 まず最初のほうの御質問で

すが、議員御指摘のとおり、コンクリート鉄筋

については大体50年と耐用年数が法的には定め

られております。それで、市庁舎で言えば既に

42年ぐらいですか、経過していると。法定耐用

年数が経過して即危険ということはないのです

が、間もなくそういう時期に来ていると。そう

いった中で、全体構想そのものが10年ではない

か、そろそろそういう時期に来ていると。まさ

にそのとおりだと思います。 

  それで、白書関係でございますが、これにつ

きましては、言葉こそ違え、これまで複数の議

員に御指摘いただいている内容でございます。

資産台帳あるいは白書、さまざまな言い方があ

ろうかと思いますが、その中に、我妻議員がお

っしゃっている部分では多分維持管理の経費な

んかを入れるとすると白書という名前がふさわ

しいのではないかと、そういったことを含めて、

一つ一つの施設管理は各課でやっているわけで

すが、それを全体に取りまとめて、そしてどう

維持・更新につなげていくのかと、そういった

時期に来ていると捉えておりますので、今後検

討していきたいと思っているところでございま

す。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 前向きに、「前向き」

という言葉がなかったので大丈夫かなと思って

いますけれども、よろしくお願いします。 

  せっかく話をしたので、教育委員会もぜひ、

私の拙い経験を述べさせていただきましたけれ

ども、私は、教育の中で環境教育というのは非

常に子供たちの生育のためには大事だというふ

うに思っています。実際に米沢市の場合もいろ

いろやっていただいているようですけれども、

子供たちが特に生で動植物とかかわるといった

ことの機会なども含めて、教育的にはどう考え

られているでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 学校教育での環境教育

についてですけれども、今の環境を大切に守り、

そして後世に残すことは、私たち大人にとって

の責務であり、学校における環境教育の果たす

べき役割は大きなものがあります。次代を担う

児童生徒に対して、学校が果たすべき役割とし

て３つ、１つは自然を愛護し環境を大切にする

心を培うこと、自然や環境及びそれらに対する

人間の責任についての理解を深めること、自然

保護や環境保全に向けて積極的な行動力を育て

ること、この３つを意図的、計画的、総合的に

行って、環境問題に対する当事者意識を育てる

ということであります。 

  環境を大切にする心、環境に対する理解、環

境保全に向けての行動力は、さまざまな学習を

進める中で総合的に形成されていくものであり、

各学校では、水生生物調査、ホタルの生息調査、

松枯れ病の調査、吾妻山の清掃登山、クリーン

作戦、ごみの分別回収、節電、節水などの取り

組みを積極的に行っているところであります。 

  また、小学校の生活科や理科では、動物の飼

育や植物の栽培に取り組み、自然を愛する心を

培っております。緑の少年団活動に取り組んで

いる三沢西部小学校や学校林の保全活動に取り

組んでいる三沢東部小学校など、地域の特色を

生かした活動に取り組んでいる学校もあります。 

  このように、児童生徒に対して環境保全の大
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切さをさまざまな体験を通しながら教え、最終

的には環境保全の取り組みを児童生徒一人一人

が実践できるようにしているところです。 

  このような環境保全の取り組みは、私たちが

今現在をよりよく生きていく上でも、私たちの

子孫がよりよく生きていくためにもとても重要

なことでありますし、郷土を愛する心にもつな

がるものであるというふうに考えて、取り組ん

でいるところであります。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 三沢東部小学校は得意

ですね。 

  今、全国的に子供たちが生物、生き物と接す

る機会が減っているとかなり言われています。

部長の感じで結構ですけれども、やはり米沢市

の子供たちも直接生き物と接する機会というの

はかなり減ってきているのかなと私は思ってい

るんですけれども、いかがなものですか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 私も学校現場におりま

した折に、やはり子供たちの遊びがいわゆるゲ

ームとかといったものであったり、それから子

供たちの安全確保という部分で、不審者等の問

題があってなかなか自由に遊びに行けない。あ

るいは最近では、熊とか猿とかそういったもの

が出没して、これまた周りが危ないというふう

なこともあって、なかなか自由にできない部分

もあります。でも、学校では、例えば町場の学

校でも、松川の河川敷にみんなで昆虫採集に行

って、網を持っていってバッタとりをしたり、

そういったことを意図的に仕組んで、子供たち

に自然に触れさせるような努力を一生懸命して

いるところです。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 私も中学校までですか、

田沢さ田んぼがありまして、今も田沢の小学校

では田んぼをつくっていますけれども、はだし

で入んのやんだくてな、ぬるぬるぬるぬると。

それはやはりいい実体験だったと思っているん

です、今になって考えると。それがどろどろに

なって、そして田んぼというのはこうやってつ

くられるんだなということを実際に体験させて

いただいた、貴重な体験であった、そういうふ

うに思っていますし、一番今大事なのは、親の

意識づくりではないのかなというふうに、かな

り思っています。 

  学校でも頑張っている、地域でもいろいろ企

画をして頑張っていると。だけれども、親は、

あそこさ行くと危ねえ危ねえ、遊ぶなよみたい

なことが多くなってきている。その意識づくり

を、やはり意図的に少し教育委員会、学校が情

報を出して、こういうふうなことがあるよとか、

例えば小野川であれば、今、夜行くとホタルが

乱舞しているよとかという時期があるわけです。

そういう情報を先生がちょっとだけ提供してく

れれば、俺も子供が小さいとき小野川に連れて

行って「ホタル、こんなにいたのか」とびっく

りしたことがあるんですが、そういう情報を少

し意図的に発信してやる。それが今一番大事な

ような気がしますけれども、どんなものですか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 議員お述べのとおりだ

というふうに思います。やはり実際の本物の体

験ができるということは、本当に子供たちにと

っては大事だと思います。そういったことを知

っているやはり学校の教員であったり、コミセ

ンの職員の方々であったり、そういった方々か

らいろんな情報をいただいて、保護者の方に伝

えていって、子供たちと一緒になって自然の中

で過ごしてもらえるというようなことがあれば

いいなというふうに思います。ぜひ校長会でも

各校長先生方に呼びかけをして、情報を発信し

ていけるようにしていきたいと思います。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 市長にお聞きします。

戻って済みません。 
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  市長の見解、かなりいろいろと勉強していた

だいているのかなという気持ちもありますし、

この間、花と樹木に覆われたまちづくりや、い

ろいろと専門的にやってこられた部分もありま

すし、市長がおっしゃるように、私も生物多様

性というのは、個々に新たな事業をいろいろや

ったりとかそういうのではなくて、今までやっ

てきた事業を統括的に総合して、それを生物多

様性に結びつけていくものが、一番の生物多様

性だと思うんです。 

  ただ今の中で言いますと、行政はどうしても

縦割りの中でいろいろ個々にやっている。それ

が結びついていないのが今の現状のように思い

ます。それを全部結びつけて、生物多様性、地

域づくり、里山づくり、いろんなことを全部結

びつけて考えていくのが、今私たちが生きてい

るものの生物多様性の考え方ではないのかなと

いうふうに思っています。 

  おっしゃるように、何よりも行政だけでやれ

るものでもありませんから、地域の皆さんです

とかボランティア組織だとか、いろんな人を巻

き込んで頑張っていく。それが一番の生物多様

性の維持保全になるのかなというふうに思って

いるところです。 

  ぜひそのような感じで頑張っていただきたい

というふうに思っていますけれども、ちょっと

１カ所具体的にわからなかったのは、保全は必

要だということはわかりましたけれども、保全

というのは非常に難しいんです。里山なんかで

すと人の手を加えないといけないし、いろんな

ことを総合的にやっていくと言いながらも、具

体的にいろんなことを個々にどこがどうやるん

ですか。その生物多様性を役所の部署の中で。

例えば里山だと環境生活課も係ってくっぺ、農

林課も係ってくっぺ、企画も地域でというふう

な話になって、あっち行ったりこっち行ったり

しなきゃのような話になってくるような状況で、

総合的にやるというのは何よりも大事だと思っ

ています。それをどこかきちんとやる部署も決

めて、どこが統括してやるというのを少し検討

していただきたいというふうに思うんですけれ

ども、その点、まずいかがですか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 その答えをする前に、私たち

は、とりわけ都会もしくは田舎が都会化してい

く中で、だんだんだんだん人工的なものに取り

囲まれてしまっていて、その生物多様性の趣旨

の世界からはどんどん離れていっていると思い

ます。そして、そのどんどん離れていっている

こと自体が非常に危険だというふうに思ってい

ます。私たちが人間らしく暮らしていくために

は、人工的なものにどんどん取り囲まれていく

というようなことは極めて危険視しなきゃいけ

ないというのがあって、私たちが原点の人間と

して生きるには、その生物多様性の世界の中で

生きるのが極めて大事ですので、そういう意味

からも、どの部署が主として担当して、あとど

ういうふうに連携していくかというような庁内

のネットワークづくりといったものは極めて重

要ですので、きちんと検討をさせていただきた

いというふうに思います。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 時間がありませんので、

ぜひその点をよろしくお願いいたします。 

  最後にお聞きをしますけれども、農山村地域

の環境保全に関する基本計画というものがあり

まして、田園環境整備マスタープランというも

のがあるんです。これについては多くの自治体

で既に策定が進められていますけれども、本市

では、この田園環境整備マスタープランについ

てどのようにお考えですか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 田園環境整備マスタープラ

ンにつきましては、議員お述べのように、農地、

水路、集落等を有する農村地域におきまして、

食料の安定供給とともに自然と共生する環境を
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目指した環境保全に関する基本計画であります。

その策定に当たりましては、学識経験者の現地

調査あるいは地域住民の意向調査を踏まえて、

田園環境の現状や課題の把握でありますとか、

環境配慮目標でありますとか、整備の基本方針

の作成あるいは環境創造区域・環境配慮区域の

設定をするなどの計画をする内容でありますけ

れども、それには環境評価はもとより、県や本

市の総合計画や環境基本計画との整合性を図る

必要があるというふうなことから、早期の策定

は難しい状況ではありますが、議員御提案の環

境と調和した農村環境整備につきましては、農

業・農村整備事業の基本原則でありますので、

大変重要なことでありますので、まずは勉強さ

せていただきたいというふうなことでございま

す。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） そうですね。いきなり

どうするというのは、きのう、きょう出てきて、

ちょっといろいろ勉強していただいて、やはり

環境保全型農業も何度か提案をしてきましたけ

れども、いろんなことも含めて全て生物多様性

と連携をしてくるんです。連続性が出てくると

いうか、いろんな建物をつくるにしても何をし

ても全部連携が出てきて、ただ皆さん、先ほど

から市長もおっしゃいますけれども、異常なス

ピードで生物多様性が失われてきて、20年後、

30年後、50年後、この世はどうなっているのか

と。これはやはり私たちが責任を持たなければ

ならない世代ですから、ぜひいろいろな方向で

勉強していただいて、いいように進めていただ

きたいというふうに思います。 

  以上で質問を終わります。 

○佐藤 議長 以上で４番我妻德雄議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することに

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで時間を延長すること

に決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、東北中央自動車道沿線のサービスエリ

ア構想について外２点、10番佐藤忠次議員。 

  〔１０番佐藤忠次議員登壇〕（拍手） 

○１０番（佐藤忠次議員） 本日の最後の質問に

なりました。時間内で終わらせるように努力し

ますので、短目な答弁でよろしくお願いしたい

と思います。 

  衆議院選挙の真っただ中、落ち着かない質問

ではありますが、今議会も質問させていただき

ます。 

  さて、人は一生のうち３回のチャンスに出会

うと言われています。このチャンスを上手に生

かした人と逃がした人とを比較すると、人生の

幸せ、不幸が歴然としているように思えます。 

  全国の地方都市においても、ピンチはチャン

スと捉えて成功している自治体、チャンスに恵

まれず困っている自治体、例えば、１世紀前、

石炭産業の全盛期に栄えたころは夕張市、そし

て宇部市の人口は恐らく同じだったと思います。

今では、夕張市は１万、宇部市は17万という、

大分格差がついたようです。夕張市のメロンは

全国一のブランドを持っております。また、宇

部市は、いずれは掘り尽くす有限の石炭を工業
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の無限の価値に展開し、地域に長く繁栄をもた

らそうという意気込みで、次々に新規事業を興

してきました。今では、化学産業を中心に宇部

興産のような大きな企業が張りついております。

私も、最近、民生常任委員会の視察で見せても

らってきました。非常に大きな都市です。 

  さて、東北中央自動車道は、平成29年福島米

沢間の完成に向けて、今急ピッチで工事が進ん

でおります。また、12月３日には、長手トンネ

ルの開通により、米高線も一段と交通量がふえ

たようです。高速道路の開通は、米沢市にとっ

ては半世紀に一度の大きなチャンスではないで

しょうか。米沢市の存亡は、高速道路の活用に

かかっていると思われます。高速道路と米高線

の交差点にはインターチェンジが認められ、道

の駅構想もまた一歩進んだような気がします。 

  道の駅について質問いたします。道の駅につ

いては、まだまだ検討されていない事項がたく

さんあると思いますが、今の市長や部課長の私

見で結構です。 

  まず、最初に、高速道路沿線にサービスエリ

アをつくる構想はどうなったんでしょうか、お

聞きします。 

  中央インターが認められたことは、道の駅は

米沢高畠線上と考えてもよろしいのでしょうか。 

  米高線の沿線は優良農地です。市長は、これ

まで農振除外についてはかたくなに否定されて

こられました。農振除外は本当に可能でしょう

か、お聞き申し上げます。 

  道の駅の内容は、第６次産業としての農産物

の直売所、農家レストランのみの規模なのでし

ょうか。 

  また、商工会議所や農協との連携などはなさ

れておるのでしょうか。 

  また、中央インター周辺では交通停滞を招か

ないでしょうか。 

  国なり県の支援は受けられるのでしょうか。 

  高速道路は大型トレーラーや車両運搬車など

が休憩や食事もとられると思います。駐車場の

用地面積はおよそ何ヘクタールぐらいを考えて

おられるのでしょうか。 

  そしてまた、多くの従業員なども必要になり、

雇用対策にもなると思います。雇用人数などは

どのように考えておられるのでしょうか、お聞

きします。 

  また、八幡原工業団地の下水管の幹線が、米

高線と交差しています。道の駅の下水をこの幹

線に接続できないものか、お伺いします。 

  ２問目、９月議会は決算議会として定着して

まいりました。決算を参考にして、今議会で25

年度の予算書に反映するのが理想かと思われま

す。石原前東京都知事は、今月号の文藝春秋で、

都知事時代を振り返り、最も本質的で重要な改

革だったと本人が自負しているのは、自治体の

中でいち早く「発生主義複式簿記」を採用した

ことですと書かれておりました。 

  今、米沢、自治体が採用している会計制度は

「単式簿記」なので、貸借対照表も財務諸表も

存在していません。現金以外の資産や負債や貯

金の情報もわかりません。米沢市の決算書は単

式簿記方式でよいのでしょうか、お伺いします。 

  また、石原前東京都知事は、監査に関しても、

東京都では公認会計士に依頼し、私たち素人に

はとても目の届かない問題点を浮き彫りにして

もらっていますとも述べられています。米沢市

も外部監査方式を取り入れることができないも

のでしょうか、お伺いします。 

  さて、バブル時代から二十数年経過し、今で

は農地、山林の売買価格は10分の１にもなった

のではないでしょうか。特に、山林については

全くわかりません。市有林の資産評価は本当に

適正だろうか。また、個人の私有林関係の固定

資産税の評価は適当でしょうか、お伺い申し上

げます。 

  さて、３つ目の質問に入ります。 

  私の２年前の市議選に立つときのスローガン
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は、「若者の働く場をつくろう」というのが私

のスローガンでした。ことしの10月、民生常任

委員会で視察に行ってまいりました。そのとき

浜松町からモノレールに乗ったとき一番先に目

についたのがこれです。 

  この写真には、「一坪３万円台、立地企業募

集、国内最大級の用地取得補助金最大６億円、

使い勝手のよい一面フラット18ヘクタール、イ

ンターまで２分の立地、佐賀県武雄市」の広告

でした。米沢の大手企業ＳＵＭＣＯが佐賀県伊

万里市に移転された理由がやっとわかったよう

な気がします。 

  今、オフィス・アルカディア地内には、平成

25年４月の開所を目指して、経済産業省の拠点

立地支援事業で、有機エレクトロニクスイノベ

ーションセンター建設工事が急ピッチで進めら

れています。その中には参画企業として20から

50社、これが実用化すれば雇用人数は1,000人と

も3,000人とも言われております。 

  今、全国的に企業誘致合戦が続いております。

オフィス・アルカディア団地や八幡原工業団地

に有機ＥＬ関係の企業を定着できると考えてお

られますか。今の団地の坪当たり売買価格は幾

らでしょうか、お聞き申し上げます。 

  また、用地取得補助金は今後も考えておられ

るかどうか。3,000人規模の雇用を抱える企業を

立地させるには、用地は何ヘクタールぐらい必

要と考えておられるか、お聞きします。 

  ３年後には実用化されれば、参画企業が個々

に製造し、米沢には立地企業は残らない可能性

があるのではないでしょうか。さきに述べまし

たが、宇部興産では有機化学研究所が数年前か

ら立ち上げ研究を重ねておられます。早急に、

米沢独自の工業団地を造成すべきと考えており

ますがいかがでしょうか、お伺いします。 

  米沢には豪雪という大きなハンデがあります。

企業誘致が進まないのもこの辺にあるのではな

いでしょうか。 

  以上で壇上からの質問は終わりますが、細部

については質問席から質問をさせていただきま

す。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの佐藤忠次議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、東北中央自動車道沿線のサービス

エリア構想について概括的なお答えをし、細部

については部長よりお答えします。その他も同

じであります。 

  東北中央自動車道の開通にあわせて、サービ

スエリアもしくは道の駅を設置することは、米

沢の農業、観光、商業等の振興の面から極めて

重要であると考えております。したがいまして、

この件に関し、昨年度から市役所内部の関係課

による検討を行ってまいりました。それにあわ

せて、国土交通省に対し、本線上へのサービス

エリアの設置の可能性について協議を進めてお

りましたが、今年度国から出された整備方針で

は、高速道路の無料区間、いわゆる新直轄区間

には国が直接サービスエリアを整備しないとい

う方針とのことであります。そのような制約の

中で、地元自治体が費用を負担して整備するこ

とは可能となっているものの、本線上へのサー

ビスエリア施設の設置には多額の費用を要する

ことから、現実的には大変難しいと判断してお

ります。 

  このため、高速道路付近の一般道への道の駅

設置が現実的と考え、現在、米沢商工会議所、

山形おきたま農業協同組合、米沢観光物産協会

や置賜地域の広域観光を所管する山形おきたま

観光協議会など外部の組織も含め、準備検討会

を立ち上げて、まず基本構想を策定すべく検討

を進めていく予定でおります。 

  高速道路を利用される方々に、米沢や置賜の

産品を購入したり味わっていただいたりするだ

けでなく、それらの方々を米沢市内の観光へと
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誘導できるようなレベルの高い施設にしたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、東北中央自動車

道沿線のサービスエリア構想についてのうち、

市長が総括的な答弁をいたしましたので、それ

以外の御質問についての現況についてと、

（３）今後の雇用促進対策についてをお答えい

たします。 

  なお、サービスエリア構想については、建設

部所管の御質問もありますが、現在、産業部が

窓口となって準備を進めておりますので、私か

ら一括してお答えをさせていただきます。 

  まず、主要地方道米沢高畠線沿いに道の駅を

設置する場合の課題についてでありますが、先

ほど市長も答弁いたしましたように、今後外部

の組織も含めて準備検討会を立ち上げまして、

基本構想を策定すべく検討を進めていく予定で

あり、現時点では、どこに道の駅を整備するか、

その規模等も含め確定しておりませんので、具

体的な御回答は御容赦いただきたいと思います。 

  初めに、１の農業振興地域からの除外は可能

かとの御質問でありますが、この除外につきま

しても、予定地や規模が確定していない状況で

ありますので、もし農業振興地域内農用地区域

に建設されるならばと仮定してお答えいたしま

す。 

  優良農地を農業振興地域内農用地区域から除

外するには、米沢市としての将来の展望を見据

え、市全体の発展を図りつつ、農業・農村の振

興、発展に支障を及ぼさないことが第一条件で

あります。また、現在、本市においては国営か

んがい排水事業米沢平野二期地区工事が行われ

ておりますが、その受益地である多くの優良農

地は、工事期間と完了後８年を経過するまでの

間は、法律により農用地区域から除外が規制さ

れております。 

  このようなことから、原則として優良農地は

農用地区域から除外はできません。しかし、道

の駅が本市の農業・農村の振興を図るために必

要な施設であって、農振法施行規則第４条の４

第１項第27号に基づく地方公共団体の計画、い

わゆる27号計画に位置づけできる施設ならば、

除外ができる可能性が高いものと思われます。 

  次に、道の駅の内容についてでありますが、

一般的に、道の駅は休憩施設と地域振興施設を

一体的に整備することによって、道路利用者の

ための休憩機能、道路情報や地域情報の情報発

信機能、交流を促進する地域の連携機能の３つ

を基本的な機能としています。 

  また、昨年甚大な被害をもたらした東日本大

震災時には、道の駅が住民の避難場所、災害情

報発信拠点などとなり、地域の防災拠点として

も重要な役割を果たしたことから、災害時にも

十分に対応できるような防災拠点機能も必要と

考えております。 

  なお、御質問の駐車場の規模や建物の面積、

農産物直売施設などの附帯する施設等について

も、繰り返しになりますが、これから検討に入

るところでありますので、御理解をお願いいた

します。 

  また、設置後に心配される交通渋滞等につき

ましては、実施計画等を策定する際に、該当す

る道路の道路管理者とも十分協議してまいりた

いと考えております。 

  次に、施設の排水についてでありますが、仮

に主要地方道米沢高畠線沿いに設置する場合と

しての御質問でありますが、先ほども申し上げ

ましたが、そのような現在の進捗状況でありま

すので、具体的な回答は御容赦いただきたいと

思います。 

  なお、公共下水道につきましては、羽黒川か

ら県道万世窪田線交差点までの主要地方道米沢

高畠線沿いは、公共下水道事業計画区域外とな
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っていることから、下水道の整備計画はありま

せんので、この地域で下水道を利用する場合は、

八幡原中央幹線までの配水管設置は原因者が行

うこととなります。 

  次に、国や県などからの補助金等の支援につ

いてでありますが、道路上に設置する道の駅の

標識、駐車場、トイレの一部整備などは、接続

する道路管理者が整備できる場合があります。

設置する場所が県道沿いであれば、県からの支

援が受けられる場合があると思われます。 

  また、６次産業化や地産地消及び地域間交流

を促進するための施設として、国からの支援が

受けられる可能性もありますので、具体的な場

所の案がまとまれば、関係機関と協議してまい

りたいと考えております。 

  続きまして、３、今後の雇用促進対策につい

てお答えいたします。 

  まず、雇用の場を創出するため、首都圏や関

西方面の外部企業に対する誘致活動を中心に、

企業誘致活動を行ってまいっております。あわ

せて地元企業の高度化・規模拡大に対する支援

なども含め、これまでも企業誘致活動を積極的

に行ってきたところでありますが、リーマンシ

ョック以降の世界同時不況に加え、東日本大震

災や極端な円高の影響、さらには国内産業の空

洞化の進展など、国内のものづくり企業を取り

巻く環境は非常に厳しい状況にあります。 

  昨今の海外企業との競争激化により、国内の

大手企業の中には事業統合などによる人員の削

減や工場閉鎖などを余儀なくされる例も見られ、

他県では、莫大な補助金を投じて誘致を行った

企業が数年のうちに事業縮小となり、地域経済

や雇用環境にとって深刻な事態となっていると

ころもあるようです。 

  このようなことから、本市の企業誘致に当た

っては、補助金等の経済的な支援策に頼った誘

致だけでは、安定した雇用の場の創出に必ずし

も結びつかないと考えまして、ものづくりの本

質をより深く捉える研究・開発部門の企業誘致

を進めてまいりたいと考えるところであります。 

  本市は、有機エレクトロニクス分野では世界

に秀でた地域であり、先端技術分野での関連企

業の集約を図ることが可能であると考えており

ます。その誘致活動の一端を申し上げますと、

来年２月に山形大学工学部と協力して、４月に

開催予定の有機エレクトロニクスイノベーショ

ンセンターに入居を予定している企業数十社を

招いての説明会を計画中であり、これは昨年も

開催してございますが、積極的に誘致ＰＲに努

めているところであります。 

  次に、御質問にあります米沢八幡原中核工業

団地及び米沢オフィス・アルカディアの両団地

の価格でありますが、独立行政法人中小企業基

盤整備機構が提示している現在の坪当たりの平

均価格は、米沢八幡原中核工業団地で２万3,800

円、米沢オフィス・アルカディアは３万7,300円

となっております。 

  また、用地を取得する際の補助金制度につい

ては、現在の米沢オフィス・アルカディア企業

立地促進助成金の期限が、平成26年５月までと

なっているところでありますが、その後も企業

誘致のインセンティブとして効果的な補助金制

度を検討してまいりたいと考えております。 

  なお、企業誘致に当たっての本市の優位性と

いたしましては、金銭的な視点にとどまらず、

付加価値の高いものづくりに不可欠な優秀な人

材を輩出する山形大学工学部や米沢工業高校の

存在、歴史的にも自然災害の少ない土地である

こと、間もなく完成する東北中央自動車道高速

道路のインターチェンジまで２分という立地条

件であることなどが挙げられます。 

  次に、3,000人規模の雇用に必要な用地につい

ての御質問でありますが、これは製造品種や業

種、企業の数などさまざまな要因があり、必要

面積が大きく変わってまいりますので、用地の

面積については一概に申し上げることはできな
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いと思われますが、参考までに、八幡原工業団

地で従業員数が多い企業の敷地面積を見ますと、

株式会社ＡＧＣディスプレイグラス米沢が従業

員者数508人で敷地面積が８万2,000平方メート

ルであります。また、サクサテクノ株式会社が

446人で約５万5,000平方メートルであります。 

  次に、研究・開発段階から産業化・実用化が

進むにつれ、研究を行ってきた有機ＥＬ関連企

業が、製造の場所がないことを理由とする市外

移転をするのではないか。その防止策として受

け皿となる工業団地を早急に造成すべきでない

かとの御質問でありますが、現在、本市には、

未分譲の区画が八幡原中核工業団地には９区画、

オフィス・アルカディア団地には33区画あり、

新たな団地造成のためのインフラ整備等も含め

た投資は現在では考えておらず、その前に既存

団地の分譲を優先すべきであると考えておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

  昨今の製造業の実態として、有機ＥＬが実用

化なされても、常に新たな研究と開発を継続し、

付加価値を生み出すことが求められております。

ものづくりにおいて、単に価格競争になれば、

人件費の安い他の地域や海外に製造拠点が移転

し、結果として地域の雇用の場が失われること

が予想されます。 

  本市においては、有機エレクトロニクス関連

企業の定着に向け、山形大学と連携し、米沢オ

フィス・アルカディア団地に現在建設中の有機

エレクトロニクスイノベーションセンターや、

（仮称）蓄電デバイス研究開発センターなど、

先端技術の事業化に向けた研究開発分野に対す

る支援を行い、この事業に参画される有機エレ

クトロニクス関連企業を中心とする研究開発型

企業の誘致活動を強化し、これら企業の集約を

進めることで、長期的に定着可能な安定した雇

用の場の創出を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは２項目めの本市決

算のあり方についてお答えいたします。 

  まず、（１）決算書についてでありますが、

本市も含め、全国の地方公共団体においては、

予算書や決算書を単式簿記により調製しており

ます。これは地方自治法、同法施行令、それか

ら同法施行規則の規定に基づくものでありまし

て、これらの規定により調製した予算書や決算

書を議会に付議し、議決や認定を受けなければ

ならないとされているものであります。 

  御指摘の単式簿記につきましては、基本的に

は現金の流れに中心を置いており、現金の出納

管理を非常にわかりやすく行うことができると

いった利点がありますが、その反面、御指摘の

とおり、資産や負債といったストックに関する

情報が不足する。それから、現金支出を伴わな

い費用を把握することができないといった欠点

がございます。 

  そこで、このような欠点を補完し、内部管理

の強化と外部へのわかりやすい財務情報の開示

を求めるため、国においては、地方公共団体に

対し、行財政改革を推進するための一環として、

複式簿記による財務書類の整備促進を求めてき

ているところであります。それは基準モデルと

総務省方式の改訂モデルという２種類の会計モ

デルでございます。 

  これによりまして、平成23年度末では、全国

の94.5％に当たる地方公共団体が、複式簿記に

よる財務書類の作成に取り組んでおります。 

  本市におきましても、決算の参考として、平

成20年度の決算から総務省方式の改訂モデルに

よって財務諸表を作成しております。具体的に

は、本市が保有する財産や市債の残高をまとめ

た貸借対照表、経常的な行政運営に係る経費と

その財源を明らかにした行政コスト計算書、貸

借対照表の純資産の部に計上されている数値の
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１会計年度間の変動をあらわした純資産変動計

算書、それから経常的収支の部などの活動区分

ごとに資金収支を把握するための資金収支計算

書の財務４表を作成しております。 

  なお、作成した財務諸表は、市議会へはもと

より、本市のホームページにも掲載し、広く公

表しているところであります。 

  一方で、本市のみならず全国的に作成したこ

うした財務書類をどのように分析し、財政の効

率化・適正化、さらには地方分権の推進にどの

ように活用していくかということが課題になっ

ておりますので、この点につきましてはさらに

研究していきたいと考えております。 

  このように市議会の認定に付すための決算書

につきましては、地方自治法の規定上、単式簿

記により作成することとされておりますが、決

算の参考としての複式簿記による財務諸表につ

いても、引き続き作成を行い、財政の効率化・

適正化へ有効に活用を図っていきたいと考えて

おります。 

  次に、（２）の外部監査の導入についての御

質問にお答えいたします。 

  外部監査制度につきましては、普通地方公共

団体が公認会計士などの専門的な知識を持つ外

部の監査法人と契約を締結して、毎会計年度行

われる監査制度であります。このうち、普通地

方公共団体の事務処理に関する事項等について

包括的に行う包括外部監査契約、これは都道府

県、政令指定都市及び中核市においては、法律

上必須のものとなっております。 

  これに対しまして、政令指定都市及び中核市

以外の市、それから特別区及び町村につきまし

ては、任意に導入することができます。ただそ

の場合、契約に基づき外部監査を受けることを

条例に定めるほか、当該会計年度に係る包括外

部監査契約を締結するに当たっては、あらかじ

め監査委員の意見を聞くとともに、議会の議決

を得ることが必要となっております。 

  また、外部監査制度のうち、議会、市長、住

民から要求がある場合に行う個別外部監査契約

についても、同様に普通地方公共団体が条例を

定めて導入することができることとなっており

ます。 

  御質問の趣旨は、外部監査制度のうち包括外

部監査制度の導入についての御提案と受けとめ

ておりますが、申しましたとおり、本市が包括

外部監査制度を導入するには、まず、契約に基

づく外部監査を受けることができるよう条例で

定めることとなります。 

  総務省の調査によりますと、平成21年度にお

ける政令指定都市及び中核市以外の市、特別区、

町村、これは全国で1,691ありますが、このうち

包括外部監査契約について条例を定めている団

体は全国で13団体となっております。その内訳

は、東京都の特別区及び市が８団体、それから

大阪府で２市、香川県で２市、長崎県で１市と

なっております。 

  本来、地方公共団体の監査を担うのは監査委

員であり、監査委員は経常的に財務監査や例月

出納検査等を実施するものでありますが、包括

外部監査制度は、専門的知識を持つ外部の監査

人が、特定のテーマについて随時または臨時に

監査を行うことにより、さらなる財務事務処理

の適正化を図るものであります。また、導入し

ているほとんどの市及び区が、条例で財政的援

助団体あるいは出資団体あるいは公の施設の管

理者なども監査の対象としており、広範かつ専

門的に監査を行うという点において有効な制度

と考えております。また、導入した団体の評価

においても、有意義かつ有益な制度との判断が

なされているところであります。 

  このように、外部監査制度は行政の透明性、

公正性を高めるとともに、監査機能の充実によ

り適正かつ効率的な事務の執行に寄与する制度

であるとされておりますが、その一方で、導入

に当たっては相応の負担が必要となるものであ
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ります。費用につきましては、先ほど述べまし

た13団体の実績では、１団体当たり500万から

1,700万まで、平均して850万ほどと高額な支払

い額となっております。したがいまして、現時

点では、他市等の導入状況などを注視するにと

どめたいと考えているところでございます。 

  それから、最後になりますが、（３）資産評

価についてでありますが、山林の評価額は３年

に一度の評価がえ年度ごとに、不動産鑑定士と

精通者、これは林業従事者ということになりま

すが、こういった方から取引事例などの価格の

報告をいただいております。 

  評価額そのものは昭和63年度から変わってお

りません。これは、取引価格が上昇したバブル

期の価格が投機的要素が強く、本来の山林とし

ての価格から大きく逸脱しているということで、

これまで据え置いてきたものでございます。現

在、県の地価調査ポイント価格や鑑定士、それ

から先ほど申しました精通者からの価格につい

て、市の評価額を上回ってはおりますが、取引

そのものが停滞している現在、評価額を上げる

ことは適当ではないと考えており、引き続き据

え置きとしたいと考えているところでございま

す。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） 適切な答弁ありがと

うございます。 

  それでは、道の駅についてもう一度お伺いし

ます。 

  いろいろ答弁いただきましたが、検討委員会

を立ち上げて徐々に検討していくということで

ございますので、あえて私からは申し上げませ

んが、検討委員会の中でぜひ検討していただき

たいと思いますのは、せっかく道の駅をつくっ

た場合なんですが、恐らく道の駅に落ちる車は

観光を目指してくる人たちもおるのではないか

と思われます。せっかく観光を目指してくる客

をまちの中に誘導するような方法をぜひ検討し

ていただきたいと思いますが、その辺はいかが

でしょうか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 当然、お客様につきまして

は、高速道路を利用される方あるいは観光客あ

るいは市民の方々全てになろうかと思います。

観光客の皆さんにとどまってていただいたとこ

ろで情報発信をしながら、そういった議員お尋

ねの内容に沿っていきたいというふうに思いま

す。 

○佐藤 議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） ありがとうございま

す。ぜひいろんな面で検討されて、よりよい道

の駅をつくろうではありませんか。よろしくお

願い申し上げます。 

  道の駅については以上で終わりますが、２番

目の決算書、複式簿記導入についてはいろいろ

わかったような気がします。 

  しかし、監査方式については、やはり外部監

査というのは早急に入れるべきではないかと私

は思います。と申しますのは、私も監査委員を

大分前にはさせていただきました。最近は余り

監査委員にはなっておりませんが、なかなかわ

からないのです。本当に素人の我々にとっては。

決して今の監査委員が悪いとかという意味では

ございません。しかし、公認会計士による外部

監査を受けることによって、いろんな面が指摘

されるのではないかという気がしますので、ぜ

ひその辺も今後検討課題に上げていただきたい

と思います。 

  それから、固定資産税に関して、63年から全

然変わっていない、評価がえがなされていない

ということでございますが、今の山林、それか

ら農地などについては本当に適正な評価がなさ

れておるのでしょうか。その辺をもう一度お聞

きします。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 
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○須佐達朗総務部長 壇上からも申し上げました

が、取引事例ということから申し上げますと、

現在の評価額は多少低いということでございま

す。ですが、その取引価格に近づけるような、

要するに評価を上げていくという部分について

は、現在の経済状況、景況からいってもなかな

か理解してもらえないだろうということで、現

在は据え置いている状況にあります。しばらく

の間はこのままでいきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○佐藤 議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） 今、取引という事例

を申されましたが、なかなか今では、特に山林

なんかはほとんど取引がないと思います。逆に、

資産の価値がないものですから、それでも幾ら

かの固定資産税を取られているので、何とかし

ていただけないかというような苦情もあります。

それから、資産税を払えないから市に引き取っ

てもらいたいという人もおられます。そういう

状態が山林であります。 

  それから、今農地については評価額が低いと

申されておりましたが、確かにそうかもしれま

せん。ちょっと工業団地なりオフィス・アルカ

ディア団地に関連しますが、オフィス・アルカ

ディア団地を30町歩近くつくったわけでござい

ますが、あの土地には恐らく市長の土地もあっ

たと思いますが、あの当時買い上げ価格が恐ら

く坪３万ぐらいしたのではないでしょうか。そ

んな取引だったと思います。ところが、さっき

のオフィス・アルカディア団地の売買価格が坪

３万7,300円でしたか、そんな値段で売って、本

当に採算ではないですが、本当にその値段で売

っているのでしょうか。平米の間違いではない

んですか。もう一度お願いします。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 坪当たりで間違いございま

せん。（「ありませんか」の声あり）はい。 

  実勢はもう少し安くなるかと思います。 

○佐藤 議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） いや、私も最近は余

り調べてもおりませんのでわかりませんでした

が、10年ぐらい前ですか、恐らく坪にすると９

万ぐらいついたのではなかったかと思います。

そうすれば、その後、今は企業局がやっている

値段がそういう値段でととってよろしいですか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 土地価格につきましては、

現在の厳しい状況の中で、年々値下がりをして

おります。 

○佐藤 議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） 有機ＥＬのイノベー

ションセンターですか、それに市では補助金と

して１億近く今回出しているわけなんですが、

これもその坪当たりの価格に見合った値段を補

助されたんですか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 私どものほうでは、土地を

求めまして、それを無償貸与するというふうな

ことでございます。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 建設に当たって１億円

を支援しましたのは、土地とは別であります。

土地は市で購入をして、無償で山大にお貸しを

しています。その根拠になりますのは、全体事

業費で経済産業省が補助する分の裏側の分につ

いて、県と市とそれから大学側で負担割合を決

めまして支援をさせていただいたということで

ございます。ですので、土地代に見合っての支

援ではありませんので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  要するに、上物の建設、それからハードで整

備をする部分について、国の補助金があるわけ

でありますが、その裏側は自腹になりますので、

それを大学が負担すべき分と県が支援すべき分

と市が支援すべき分ということで割合を決めて、

１億円を支援させていただいているということ
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です。 

○佐藤 議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） そうすれば、土地代

は市で購入したということですか。それでは、

幾ら企業局に支払ったんですか。土地代。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 今、手元に資料がございま

せんので、すぐ思い浮かびませんが、議会の御

了解をいただいて購入したというふうなところ

でございます。 

○佐藤 議長 後で個人的に聞いてください。 

  次、どうぞ。佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） ４時にやめると言っ

たので。 

  それでは、わかりました。 

  私も本当に何回も言っておりますが、米沢市

独自で工業団地を造成したほうがいいのではな

いかと思います。とにかく用地は十分あります

し、これからでも遅くないと思うんです。９月

議会でも申し上げましたが、米沢市には公団か

ら移管になった土地がまだまだ何十町歩とあり

ます。あれを造成すれば、恐らく３万以下で造

成はできると思います。そんなこともあります

し、それから、今後もやはりこの固定資産税を

半減するとか、または用地補助金を出していか

なければ、こういう豪雪地帯には企業は本当に

張りつかないと私は思います。 

  どうかそのような意味を含めまして、今全国

のどこの自治体に行っても企業誘致を唱えてお

ります。さっきも申し上げましたが、宇部市は

市全体が化学工業地帯でございまして、本当に

すばらしいところでした。有機ＥＬイノベーシ

ョンセンターは高速道路にも近いし、そして今

が本当に米沢のチャンスだと思うんです。この

四、五年間にその有機ＥＬイノベーションセン

ター、有機ＥＬを定着させることによって、今

後の米沢市の発展の存亡がかかっているのでは

ないかと思われますので、ぜひ努力されまして、

市直営の工業団地も造成されることを望みまし

て、私からの質問を終わらせていただきます。 

  以上です。 

○佐藤 議長 以上で10番佐藤忠次議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○佐藤 議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 午後 ４時１１分 散  会 

 


